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はじめに 1 

「このままでは、日本からは、もはやノーベル賞は生まれなくなるのではない2 

か」というような声が近年聞かれるようになった。2025 年に日本の研究者が生3 

理学・医学賞及び化学賞を受賞したことは大変喜ばしい出来事であるが、いずれ4 

もが 1990 年代に着手された研究成果に基づくものである。2000 年代初頭から5 

の我が国の相対的な研究力低下は、いまだ歯止めがかからず、終わりの見えない6 

状況にある。 7 

例えば、論文被引用数が上位 10％に入る論文数（Top10％補正論文数）の国8 

別ランキングにおいて、我が国はかつて世界第４位に位置していたが、近年では9 

第 13 位にまで順位を落としている。長期的視点に立ち、新たな研究領域の開拓10 

につながる基礎研究を地道に継続することが困難となり、結果として、国際的な11 

トップ研究者のコミュニティから脱落しつつあること、また、大学を中心とする12 

研究開発費について、主要国が大幅な投資拡大を続ける中、我が国では 2000 年13 

代以降ほぼ横ばいで推移してきたことなどが、背景として挙げられる。 14 

研究力の低迷は、学術分野にとどまらず、経済成長の停滞、国民生活の質の低15 

下を招き、さらには国際社会における我が国の存在感の低下を通じて、長期的に16 

は国力そのものの衰退につながりかねない。とりわけ、地政学的リスクが顕在化17 

し、国家間の緊張が高まる現代において、科学技術・イノベーションは、経済・18 

社会の基盤であると同時に、安全保障の観点からも国家の存立を左右する核心19 

的要素となっている。 20 

我が国の歴史を振り返っても、2020 年代の今日ほど、科学技術・イノベーシ21 

ョンが国家の情勢に決定的な役割を果たすものとして強く認識された時代はな22 

い。「勝者総取り」と言われるように競争上優位に立った者がますます力を付け23 

ており、ＡＩ、量子、半導体、バイオ、フュージョンエネルギーなどの先端科学24 

技術が、経済を始め国家全体の趨勢の決定的要因となっている。さらには、人々25 

の生活様式にとどまらず、価値観や社会倫理観などの生き方そのものに対して26 

も、これまでの前提をくつがえすようなインパクトを与える可能性を持ってい27 

る。 28 

そして、科学とビジネスの近接化が進む中で、地政学的リスクの高まりと国際29 
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社会における競争の下で、科学技術は国家安全保障の重要パーツとなってきて1 

いる。このため、各国は国家の威信と実利をかけて研究開発投資を急拡大させて2 

おり、先端科学技術のフロンティアは、まさに熾烈な国家間競争の最前線となっ3 

ている。 4 

我が国としては、科学技術をめぐる情勢変化に迅速に対峙することが求めら5 

れており、経済、社会、環境などに現有する様々な課題を克服し、国民一人ひと6 

りの幸福と安全・安心を支える基盤として、科学技術・イノベーションを戦略的7 

に位置付け直すことが求められている。 8 

我が国は 10 年以内に Top10％補正論文数において世界第３位に復権するこ9 

とを目指す。依然として世界トップレベルの研究者が研究現場に存在する。しか10 

し、知の蓄積を次世代へとつなぐために残された猶予は短い。今こそ、国家とし11 

て科学を再興し、科学技術・イノベーション力を抜本的に強化しなければ、我が12 

国は浮上の機会を失いかねない。 13 

第７期科学技術・イノベーション基本計画（以下「第７期基本計画」という。）14 

は、これからの５年間で科学技術・イノベーションの反転攻勢を図るため、今後15 

の政策の方向性を明確に示し、講ずべき施策を総合的に取りまとめたものであ16 

る。第７期基本計画は、基礎研究から人材育成、社会実装、産業競争力の強化に17 

至るまで一気通貫の政策形成を通じて、イノベーションを生み出すための日本18 

全体の社会システムの再構築を目指す。 19 

第７期基本計画を礎として、科学技術・イノベーション政策を国家戦略の中核20 

に据え、「新技術立国」を実現するとともに、高い信頼と、人々の安寧が行き届21 

いた社会を築き上げ、日本を再び世界の高みに押し上げていく。 22 

23 
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第１章 基本的考え方 1 

1.現状認識 2 

(1)国内外の経済・社会情勢の変化 3 

我が国では、急激な人口減少と少子高齢化が一層進行しており、これに伴う構4 

造的な労働力不足が一段と顕在化している。労働需給のひっ迫は、需給両面から5 

経済成長の制約要因となるとともに、地域の人口密度の低下を通じて公共サー6 

ビスの生産性を低下させ、最低限必要なサービスの維持すら困難となる懸念を7 

生じさせている。 8 

国際経済秩序に目を転じると、1980 年代以降の新自由主義、グローバル化が9 

世界の成長をけん引してきた一方で、国際社会は格差の拡大、グローバル・イン10 

バランスの拡大や、サプライチェーンリスクの顕在化などに直面しており、昨今11 

の米国による一連の関税措置など、従来の自由貿易体制を揺るがす動きも生じ12 

ている。 13 

地球規模課題の観点でも、国内外で豪雨や猛暑が深刻化している。我が国では、14 

切迫性の高い状況が続く南海トラフ地震などの大規模な自然災害のリスクも存15 

在する中、社会インフラの老朽化と相まって、国民生活と経済活動の基盤に対す16 

る脅威が増している。 17 

(2)国際秩序と地政学的リスクの変化 18 

＜国際秩序転換期における地政学的リスクの恒常化＞ 19 

国際社会は「ルールベースの国際秩序」から、パワー・技術・経済安全保障を20 

基軸とする新たな国際秩序へと大きく移行しつつある。米国と中国の戦略的対21 

立の長期化、ウクライナ侵略に代表される武力紛争の現実化、権威主義体制の台22 

頭、保護主義の復活を背景に、国際秩序は不安定化の度合いを急速に高めている。 23 

＜グローバル・サウスの台頭と多極化する国際経済構造＞ 24 

インドを始めとするグローバル・サウス諸国は、人口増加・中間層の拡大・デ25 

ジタル化を背景に急速な経済成長を遂げ、従来の「先進国―新興国」という単純26 

な二分構造は崩れつつある。 27 

これらの新興国の企業群は、ＩＴ、医薬品、宇宙など、それぞれの強みを生か28 

した分野で独自の産業競争力を獲得し、国際市場における存在感を高めている。 29 
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＜先端科学技術を巡る国家間競争の全面化＞ 1 

こうした国際秩序の不安定化の中で、経済と安全保障の境目がなくなりつつ2 

あり、先端技術の獲得が経済成長のみならず国家安全保障に大きな影響を及ぼ3 

すことから、ＡＩ、量子、半導体、バイオ、宇宙、サイバー、原子力といった先4 

端科学技術分野は、国家の競争力と安全保障を左右する最前線（フロントライン）5 

となった。 6 

このような先端技術は、経済成長の源泉にとどまらず、情報支配力、サプライ7 

チェーンの支配、国際標準の主導権、国家安全保障上の優位性を左右する戦略資8 

源として位置付けられており、技術覇権を巡る競争は国家総合力の競争そのも9 

のへと転化している。 10 

＜地球規模課題と「プラットフォーム支配」を巡る新競争＞ 11 

気候変動、感染症対策、エネルギー転換、食料安全保障、生物多様性・自然資12 

本といった地球規模課題への対応は、各国共通の責務であると同時に、新たな国13 

際競争の舞台となっている。とりわけ、エネルギー、バイオなどのプラットフォ14 

ームを巡る競争は急速に激化しており、国家戦略の中核領域として再定義され15 

ている。 16 

(3)科学技術・イノベーションを巡る情勢 17 

＜基礎研究から社会実装までの加速度的短縮と「科学とビジネスの近接化」＞ 18 

近年、研究開発システムは、基礎研究から社会実装に至るまでの時間軸が大幅19 

に短縮されるとともに、大学・研究機関と産業界の距離が急速に縮小している。20 

従来の「基礎研究 → 応用研究 → 実証 → 事業化」という段階的プロセスから、21 

基礎研究の段階から事業化・社会実装を見据えた研究開発が同時並行的に進行22 

する構造が主流となりつつある。 23 

この変化は、研究成果の迅速な社会還元、スタートアップ創出の増加、大学発24 

のディープテック1の台頭を促進する一方で、研究者の評価制度、研究資金配分、25 

知財戦略、倫理・ガバナンスの在り方など、従来型の制度設計との構造的ギャッ26 

 

1 特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その

事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社

会にインパクトを与えられるような潜在力のあるもの 
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プを拡大させている。 1 

＜破壊的技術を巡る実装競争の激化＞ 2 

ＡＩ、量子といった社会・産業・安全保障に決定的影響を与える破壊的技術（デ3 

ィスラプティブ・テクノロジー）を巡る国際競争は、研究段階を超えて「実装・4 

事業化・標準化」段階に本格的に突入している。 5 

とりわけ、ディープテック系スタートアップの急成長と、主要国・主要都市に6 

おけるイノベーション・エコシステムの高度化は、技術の実証、巨額の民間投資、7 

規制改革、公共調達を連動させながら、先端技術の社会実装を強力にけん引して8 

いる。この結果、「技術を持つ国・都市」ではなく、「技術を実装できる国・都市」9 

こそが競争優位を獲得する時代へと移行しつつある。このため、我が国において、10 

関係省庁が連携して技術実装に取り組んでいくことが求められている。 11 

＜科学技術・イノベーション政策の「安全保障化」と戦略技術の囲い込み＞ 12 

各国は現在、科学技術・イノベーション政策を国家安全保障政策の中核的要素13 

として明確に位置付け、重要・戦略技術の国内確保、研究開発基盤の強靭化、サ14 

プライチェーンの多元化、技術流出の防止といった観点から、従来の産業振興政15 

策とは質的に異なる「戦略技術政策」を加速させている。 16 

こうした構造転換は、研究の在り方や国際共同研究の推進、グローバル人材移17 

動といった従来の政策の前提条件に対して、大きな再定義を迫っている。 18 

＜研究開発拠点のグローバル競争と「選ばれる国・都市」への政策競争＞ 19 

多国籍企業・スタートアップ・グローバル投資家は、世界最高水準の知と人材20 

を求めて、国境を越えて研究開発拠点の立地を最適化している。これに対応し、21 

各国・各都市は、研究資金の重点投入、規制・税制の大胆な改革、ビザ制度の緩22 

和、英語による研究環境の整備などを通じて、「イノベーション拠点として選ば23 

れるための政策競争」を激化させている。 24 

この競争は、単なる立地誘致にとどまらず、国家の研究基盤の質、産学官連携25 

の柔軟性、スタートアップ・エコシステムの成熟度、国際的な研究信頼性・透明26 

性といった国家システム全体の総合力が問われる競争へと進化している。 27 

＜ＡＩと科学の融合による研究開発パラダイムの転換＞ 28 

ＡＩは、もはや単なる研究支援ツールにとどまらず、科学そのものの進め方を29 
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根本から変革する基盤技術となりつつある。材料探索、創薬、気候モデリング、1 

宇宙物理、ゲノム解析等において、仮説生成からそのシミュレーション、実験設2 

計、データの解析までの全過程にＡＩが組み込まれる「AI for Science」が急速3 

に拡大している。 4 

その結果、研究開発は、少数の天才研究者による発見型モデルから、計算資本・5 

データ・アルゴリズム・人間の知が統合された集積的・高速型モデルへと転換し6 

つつあり、研究競争における「システム」の重要性が飛躍的に増大しつつある。 7 

＜国際的な科学技術人材の獲得競争の激化＞ 8 

先端分野の研究力は、究極的には人材の質と規模によって決定される。このた9 

め各国は、卓越研究者、若手トップ研究者、起業家的人材の獲得を国家戦略とし10 

て位置付け、研究資金、処遇、生活環境、家族支援、二重雇用、産学往来などを11 

含めた総合的な人材誘致政策を展開している。 12 

この国際的な人材獲得競争は、単なる「頭脳流入」ではなく、知のネットワー13 

クを充実させ、科学からビジネスへの技術移転を高度化させ、さらには企業と投14 

資の連関を作り上げて、この全てを同時に引き寄せる構造を作り上げようとし15 

ている。 16 

＜科学技術の「光と影」への社会的認識とガバナンスの要請＞ 17 

科学技術の急速な進展は、社会的便益をもたらす一方で、雇用構造の変化、個18 

人情報・プライバシーの侵害、格差の拡大、倫理的・法的課題といった新たな社19 

会的リスクも同時に顕在化させている。 20 

このため、科学技術の発展を「進歩」としてのみ捉えるのではなく、その「光21 

と影」を同時に認識し、社会的受容とガバナンスの枠組みを先行的に構築するこ22 

とが不可欠となっている。技術の社会実装は、もはや技術者だけの問題ではなく、23 

市民・産業界・アカデミア・行政が共に担う「社会的合意形成のプロセス」とし24 

て再定義されつつある。 25 

 26 

2.基本計画 30 年間の実績と課題 27 

(1)実績 28 

1995 年に制定された科学技術基本法に基づき、1996 年に第１期「科学技術基29 
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本計画」が策定されて以降、過去 30 年の間、我が国は科学技術の振興に取り組1 

んできた。 2 

この間、科学技術関係予算は着実に拡充してきた。初期の 17 兆円規模から第3 

６期の 40 兆円超へと段階的に増加させてきた。また、体制面では、総合科学技4 

術会議の設置（2001 年）、総合科学技術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）への5 

改組（2014 年）を通じて、司令塔として府省横断的に科学技術政策を企画立案6 

し、研究開発を促進することから、その成果を産業化等の出口につなげることま7 

でを含めて実施することが可能となった。 8 

2021 年には、科学技術基本法の改正によって、法律の対象として、イノベー9 

ションの創出及び人文・社会科学の振興が明示的に含まれることとなり、また、10 

第６期基本計画において「総合知」のコンセプトが提唱された。 11 

制度面では、国立大学法人化（2004 年）、国立研究開発法人制度（2015 年）12 

など、研究組織の自主性・自律性を高める改革が進められた。研究支援体制につ13 

いても、競争的研究費の拡充、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の14 

創設（2014 年）やムーンショット型研究開発制度の創設（2018 年）、そして 1015 

兆円規模の大学ファンドの設立（2021 年）など、様々な形で研究を支える仕組16 

みが整えられた。さらに、大学等技術移転促進法（ＴＬＯ法）の制定（1998 年）、17 

日本版バイ・ドール制度の導入（1999 年）により、大学の知的財産管理体制が18 

整い、民間企業との共同研究費受入額・特許実施収入・大学発ベンチャー数など19 

の指標は長期的に増加を続けている。 20 

研究の具体的な成果として、2000 年以降に多くの日本の研究者がノーベル賞21 

を受賞し、特に物理学、化学、生理学・医学といった自然科学分野で世界的な貢22 

献を果たしたことは特筆される。また、ＡＩ、量子、バイオ、脱炭素などの分野23 

を中心に、大学発ベンチャーが急増し、2024 年度には過去最高の 5,074 社に達24 

した。 25 

(2)課題 26 

＜総論＞ 27 

この 30 年間の科学技術・イノベーション政策の進展の裏側には、克服すべき28 

構造的な課題が依然として残されている。まず、研究力の国際的低下が顕著であ29 
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る。2010 年代以降、日本の論文数や被引用数は伸び悩み、特に Top10％補正論1 

文数の国際順位が低下した。論文生産に大きな役割を担っている大学部門への2 

研究開発費は、主要国が大きく伸ばす中、我が国は 2000 年以降横ばいである。3 

研究者数は一定水準を保っているものの、若手研究者が安定的に研究を継続で4 

きる研究環境について、自由に使える研究資金が不十分、研究代表者（ＰＩ）と5 

して独立してすぐにアクセスできる共用機器が用意されていない、研究支援ス6 

タッフが不足しているなど、十分に整っていない。慣例的な会議を始めとする大7 

学運営の負担や教育活動などが研究時間の制約になっていることが指摘されて8 

いる。また、博士課程進学率や博士号取得者数が横ばいであり、人口 100 万人9 

当たりの博士号取得者数は主要国に比べて低位にある。くわえて、特に直近の状10 

況として、新型コロナウイルスの流行の影響を受け、2020 年度及び 2021 年度11 

は海外からの受入研究者数や海外への派遣研究者数が激減し、国際的な研究者12 

へのネットワークへの参画が抑制された。これらのことから、将来の研究力維持13 

に対する懸念が強まっている。 14 

産学官連携の面では、依然として規模と深度の不足が課題である。ＴＬＯ法や15 

日本版バイ・ドール制度といった制度基盤は整備されたものの、実際の共同研究16 

費や技術移転収益は米国や欧州に比べて小規模であり、いわゆる積み上げ方式17 

の共同研究にとどまっているなど、大学の知の社会還元が進みにくい状況にあ18 

る。日本の企業の研究開発費総額は 2023 年で 16.1 兆円であるのに対し、同年19 

において、日本の大学等における企業からの共同研究費受入額は 1,028 億円に20 

留まっている。大学発ベンチャー数は増加しているが、資金調達力やグローバル21 

展開力には課題が残り、国内のスタートアップ・エコシステムの規模は国際的に22 

は小さい。また、科学技術関係予算は対ＧＤＰ比で高水準を維持しているものの、23 

総額の伸びが停滞し、特にこの 10 年で米中との差が拡大した。分野間・機関間24 

での資金配分の偏りや近年の物価・人件費の上昇等も課題として指摘されてお25 

り、基礎研究や中長期的研究への安定的支援が求められている。 26 

総じて、日本の研究力や産業競争力は諸外国に比して低下しており、アカデミ27 

ア、産業界ともに、「縦割り」、「自前主義」、「リニア型イノベーション」等にと28 

らわれていること、ＡＩ時代に即したデジタル転換に遅れたことがその一因と29 
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言えよう。 1 

＜第６期基本計画の課題＞ 2 

第６期基本計画の期間（2021～2025 年度）において、科学技術関係予算につ3 

いては、30 兆円の目標に対して 2025 年度当初予算までで約 40.5 兆円の実績（基4 

金として計上され、第７期において執行されることになるものも含まれる。）と5 

なり、また、2024 年度までに目標を超える 51 社の大規模なベンチャー企業が6 

創出される等、一定の成果を上げた。一方で、研究力・研究環境や人材という点7 

で引き続き課題が残されている。 8 

①研究力・研究環境 9 

大学等教員の職務に占める学内事務等の割合は 2017 年度の 18%から 2022 年10 

度には 19.7%に増加している一方で、研究時間は 2017 年度の 32.9%から 202211 

年度には 32.2%に減少しており、研究活動に十分な時間が割かれていない実態12 

がある。 13 

我が国の Top10%補正論文数は、2021-2023 年平均で、世界第 13 位までに低14 

下した。 15 

②人材 16 

博士号取得者について、人口 100 万人当たりの博士号取得者の数は 2018 年度17 

に 120 人であった一方で 2022 年度でも 123 人にとどまっており、横ばいとな18 

っている。また、産業界による理工系博士号取得者の採用者数は、2020 年度の19 

1,176 人から 2022 年度には 1,363 人となっており増加しているが、2025 年度の20 

2,150 人という第６期基本計画で定めた目標には達しない見込みである。このよ21 

うに、博士人材のより一層の活躍に向けて取り組む必要がある。 22 

また、研究力強化には、ＵＲＡを始めとした研究開発マネジメント人材やファ23 

ンドレイザーなどの新たな専門職、技術職員、事務職員などアカデミアの全ての24 

構成員の協働が必須である。しかし、その活動基盤は十分とは言えない状況であ25 

り、多様な科学技術人材の育成・確保による、大学等の組織力向上のための一層26 

の取組が必要である。 27 

③イノベーション（スタートアップ） 28 

グローバルなスタートアップ創出に関連し、ベンチャーキャピタル（ＶＣ）投29 
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資金額を国際比較すると、2025 年で米国は約 43 兆円、欧州は約 11 兆円となっ1 

ている一方で、我が国は約１兆円にとどまっており、国際比較すると、低い水準2 

にある。このように、我が国においては、スタートアップが次々と生まれるエコ3 

システム形成のための環境整備は進んでいるものの、米欧ではより大規模なス4 

タートアップへの投資が行われている。 5 

④国際 6 

我が国の研究力の地位向上のためには、研究者が国際ネットワークに参加す7 

ることが重要であるが、2018 年度の海外からの受入研究者数は 39,398 人で海8 

外への派遣研究者数は 177,821 人であったが、新型コロナウイルス感染症の世9 

界的流行時に激減した。その後、増加に転じたが、2023 年度時点で、前者は 27,26510 

人、後者は 110,236 人となっており、共にコロナ前の水準に戻っていない。 11 

⑤研究開発投資 12 

官民合わせた研究開発投資は、2021 年度から 2024 年度までの合計で 86.3 兆13 

円となった。目標の約 120 兆円に向けて増加傾向にあるものの、目標額を下回14 

る見込みである。 15 

 16 

3.目指すべき未来社会 17 

今後、目指すべき国の姿は、従来の Society 5.0 を念頭に置きつつ、過去５年18 

間の変化も踏まえ、科学技術・イノベーションの力によって持続的な経済発展を19 

実現し、それによって様々な社会的課題の解決を強力に推進できる「強い経済」20 

が実現でき、高度な科学技術の社会での普及によって信頼と秩序のソフトパワ21 

ーを国際的競争力にまで高めている社会である。これを踏まえて、目指すべき未22 

来社会を以下のとおりに定義する。 23 

・ 科学技術・イノベーションの強力な推進により、ＡＩや量子といった新たな24 

技術領域における成果創出が進展し、持続的な経済成長が確保され、このよ25 

うな経済の持続的成長が、更なる科学技術・イノベーションを生み出す好循26 

環（成長する、サステナブルなエコシステム）を作り出し、それにより様々27 
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な社会課題解決への道筋が提示されるとともに、国家安全保障2が確保され1 

ている「豊かで安全・安心な社会」。 2 

・ こうした科学技術の力により、経済的な豊かさだけではなく、質的な豊かさ3 

や多様さ、さらには心身の健康を実現し、国民一人ひとりが生きがいを持っ4 

て社会参加を続けることができ、誰もが心身ともに「豊かで」「活力があり」5 

「希望にあふれた」人生を送ることができる、一人ひとりの多様な well-being6 

にチャレンジし、実現できる社会。 7 

 8 

4.科学技術・イノベーション政策の転換 9 

科学技術は、経済成長のみならず、安全保障上の目標を達成するために不可欠10 

な基盤であり、科学技術とイノベーションのエコシステムの国際的な競争力を11 

確立・強化することこそが我が国の国力の源泉となる。そのため、科学技術力の12 

向上に向け、科学技術・イノベーション政策の転換を図っていく。 13 

今後は、科学技術・イノベーション政策と国家安全保障政策で、それぞれの目14 

的はありつつも、政策の連動性を図り、有機的な連携を一層強化し、より効果的15 

に機能するように政策体系を構築していく。デュアルユース技術を含む先端技16 

術の研究開発及び社会実装を戦略的に推進するとともに、戦略的自律性と不可17 

欠性の観点から、重要技術、サプライチェーン、重要インフラ、データ基盤の強18 

化を図る。また、研究セキュリティの強化を図りつつ、デュアルユース研究の産19 

学官連携を深化させる。経済安全保障の観点を重視した技術力の強化を図って20 

いく。 21 

科学技術・イノベーションは国際秩序の形成にも直結しており、我が国が国際22 

社会において主導的役割を果たすためには、科学技術外交を国家戦略として位23 

 

2 「国家安全保障戦略」（令和４年 12 月 16 日国家安全保障会議決定及び閣議決定）においては、

外交、防衛、経済安全保障、技術、サイバー、海洋、宇宙、情報、政府開発援助（ＯＤＡ）、エ

ネルギー、食料等の幅広い分野を対象としている。また、科学技術とイノベーションの創出は、

我が国の経済的・社会的発展をもたらす源泉であり、技術力の適切な活用は、我が国の安全保障

環境の改善に重要な役割を果たし、気候変動等の地球規模課題への対応にも不可欠であるとさ

れている。 
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置付け、展開していく。基礎研究から応用開発・社会実装までのあらゆる段階に1 

おいて、国際連携を戦略的に組み込むことが不可欠である。同盟国・同志国等と2 

の連携を深化させ、国際共同研究や頭脳循環、スタートアップのグローバル化等3 

を通じて、グローバルなエコシステムとのつながりを深化させる。また、地球規4 

模での課題解決に向けて、グローバル・コモンズ3保全の視点も取り入れ、我が5 

国の強みを生かした知の貢献を拡大し、国際社会において信頼を得ていく。 6 

 7 

5.科学技術・イノベーション推進システムの刷新 8 

我が国の科学技術・イノベーション力の飛躍的向上を図り、世界最高水準の科9 

学技術・イノベーション政策を構築し、政府・アカデミア・産業界が一体となっ10 

てサステナブルなエコシステムを実現する。 11 

これらの緊密な連携の下、基礎研究力の再興と戦略的技術領域への重点投資12 

を大胆に進めるべく、科学技術・イノベーション推進システムを刷新する。 13 

あらゆるレベルで組織的な「縦割り」「自前主義」に陥っているマネジメント14 

構造を、機能に着眼したレイヤー構造に転換していく。 15 

 16 

 17 

(1)ヒト：世界標準の人材システムの構築 18 

アカデミアや大企業を中心に存在する年功序列型の人事システムから脱却し19 

 

3 人類の共有財産である安定的な地球システム 
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高度な専門性を持った人材が、研究者・エンジニア・ＵＲＡなどの研究推進支援1 

の専門職を含む研究開発マネジメント人材（以下「研究開発マネジメント人材」2 

という。）・起業家などとして組織・国境・セクター・立場を自在に超えて行き交3 

う環境を整備する。 4 

世界標準の雇用条件・処遇や研究環境を確保し、研究者を魅力的な職として再5 

確立すること等を通じて、日本人研究者が海外に挑戦・活躍して経験を積んだ後6 

で日本に戻る、そして、それと同時に海外の優秀な人材が日本に集まり、母国に7 

戻ってからも日本との関係の中心的な役割を果たすことにより、国際頭脳循環8 

の主要なハブとなり、「サステナブルな人材エコシステム」を構築していく。 9 

研究室におけるヒエラルキー型組織をフラット型組織へと改め、ＰＩの自律10 

的な裁量と責任を確保しつつ、他の研究者や機関と柔軟に連携でき、また、若手11 

研究者がメンター支援等を受けられるような研究環境を整備する。 12 

挑戦的研究を真に促進するため、特に若手研究者やＰＩ層に対しては、健全な13 

競争を促すとともに、短期的に成果が見込まれる研究に過度に集中することな14 

く、一定期間にわたり研究に取り組むことが可能となるよう、安定的な雇用や国15 

際競争力のある処遇などを考慮しつつ、人事給与マネジメントシステムの改革16 

に取り組む。 17 

研究開発マネジメント人材、技術職員やデータマネージャー、ファンドレイザ18 

ーといった研究以外の重要な活動を担う高度専門人材を、点として孤立させず、19 

組織変化に対応して役割を柔軟に変化させるためにも、組織として一括してマ20 

ネジメントするとともに、これらの人材のキャリアパスを確立し、研究者と事務21 

職員、高度専門人材が一体となって組織を動かす仕組みを構築する。 22 

(2)カネ：挑戦とイノベーションを支える投資と成果の好循環 23 

我が国の科学技術・イノベーションを飛躍的に発展させるべく、挑戦とイノベ24 

ーションを支える投資と成果の好循環を実現する。 25 

研究現場の人への投資を強化するとともに、傷んだ研究基盤を回復させ、必ず26 

しも出口を意識しない幅広く多様な研究開発が行われる研究環境を実現するた27 

めに、国立大学法人・国立研究開発法人4（国研）等の運営費交付金の在り方や28 

 

4 第７期基本計画においては、国立健康危機管理研究機構も含むものとする。 
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科学研究費助成事業（科研費）などの競争的研究費の見直しに取り組み、基盤的1 

経費を確保するとともに、基礎研究・学術研究に対する支援を質的・量的に強化2 

する。 3 

研究設備・機器や技術職員などの専門人材については、全ての研究者の研究活4 

動を支える共用基盤として整備・配置することを基本とし、こうした研究基盤を5 

支える経費を安定的・継続的に確保する。 6 

様々な府省庁や民間からの基礎研究等への投資を促進するとともに、安全保7 

障関連の資金も大胆に投入する。 8 

また、国による投資的な支出という観点から、投資の予見可能性向上にもつな9 

がるよう、事業の性質に応じて、単年度の研究資金の見直しや適切な研究期間の10 

設定を行うとともに、分野ごとの配分の硬直化からの脱却を図る。国全体の視点11 

で効果的・効率的な資金投下を行い、研究資金の使途をハード（モノ）からソフ12 

ト（ヒト）へと変革することで、高いモチベーションを持つ研究者などがいつで13 

も新たな挑戦ができるような仕組みを整備する。 14 

間接経費を部局ごとではなく組織として一括して管理して全機関的な見地か15 

ら利用する。また、競争的研究費の使途を研究機器の購入から利用料金の計上に16 

シフトし、共用機器の利用を促すとともに、競争的研究費における研究リソース17 

共用化の観点から他の用途への使用制限を緩和する。 18 

(3)モノと情報：知と価値を創出する共用基盤の高度化 19 

優れた研究設備・機器や施設を最大限に活用できる仕組みを構築すべく、研究20 

設備・機器や施設、そして技術職員などのヒトが分散していたこれまでの研究イ21 

ンフラを改革する。研究設備・機器や施設に関してもモノの「所有」という価値22 

観から、モノの「共有」という価値観へと徹底的にシフトさせることで、貴重な23 

研究基盤を有効活用できるイノベーション環境を整える。 24 

研究設備・テストベッド・実証フィールド等を共有し、知と価値を創出する共25 

有基盤として高度化するとともに高度専門人材も併せて集積し、広く開放する26 

ことで、産学官が連続的に価値創造できる「開かれた研究・実装インフラ」を形27 

成する。 28 

ＡＩ時代の到来により研究システムの自動・自律化、遠隔化などに伴い、これ29 
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まで以上に大量のデータが創出されることを見据え、論文、研究データ等の研究1 

開発の過程で生まれる様々の情報の管理・活用を推進するため、研究データ基盤2 

システムを含む情報通信インフラの高度化も進める。これらの情報を国・大学・3 

国研・産業界を超えて利活用できるよう、データの標準化や共通クラウドなど活4 

用しやすい形での集約的な管理を実現することで、研究から社会実装までのス5 

ピードを格段に高める。 6 

 7 

6.第７期基本計画の方針 8 

(1)第７期基本計画の位置付け 9 

第７期基本計画では、2035 年を見据えて、今後５年間に、政府が行うべき施10 

策を整理する。 11 

基本計画期間中、毎年度、特に重点を置くべき施策に関する年次戦略（統合イ12 

ノベーション戦略）を策定することとする。また、施策の進捗状況の把握につい13 

ては、「科学技術・イノベーション白書」において実施する。 14 

政策の効果等を把握するため適切な指標を設定し、内閣府が関係省庁の協力15 

を得て進捗状況を把握するとともに、基本計画のフォローアップを実施する。 16 

(2)第７期基本計画の柱 17 

科学は新たな知を創出する営みであり、技術やイノベーションの礎となるも18 

のである。近年、我が国の研究力は相対的低下が指摘されており、科学技術・イ19 

ノベーションの基盤として、科学を再興させるための取組が必要となっている。20 

同時に、科学技術が経済・社会を大きく変化させる時代にあっては、知の創出と21 

ともに、限られた資源を最大限活用するため、我が国として戦略的に重点化する22 

領域を特定し、一気通貫の支援を行うことで重要技術における国際的優位性を23 

確保することも必要である。 24 

また、例えば、現行の暗号通信は量子計算により解読される懸念があり、量子25 

暗号通信の重要性が増大しているなど、最先端の科学技術が国家安全保障に大26 

きな影響力を持つようになった昨今の情勢変化に鑑みれば、科学技術と国家安27 

全保障を有機的に連携させることが急務となる。 28 

さらに、科学と技術、イノベーションを総体として駆動し、経済・社会におけ29 
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る価値創出やそこから得られる対価の科学技術の現場への還流の好循環を実現1 

し、更なる国力の向上につなげていくためには、産学官それぞれの主体を結節し、2 

我が国のイノベーション・エコシステムを高度化することが必要である。あわせ3 

て、我が国にとって望ましい国際環境を形成していく観点から、我が国の科学技4 

術を活用し、国際連携・協力や国際ルールの形成等につなげるべく、戦略的な科5 

学技術外交を強化し、継続的に推進する。 6 

こうした取組を成し遂げるための政策は、関係府省を始めとする政府内外の7 

様々な主体による戦略的かつ一体的な取組によって初めて実現されるものであ8 

り、司令塔機能を的確に発揮できるかがその成否を分ける。ＣＳＴＩの司令塔機9 

能の更なる強化を図るなど、我が国の科学技術・イノベーション政策の推進体10 

制・ガバナンスを一層強化する必要がある。 11 

このような取組を実施することで、我が国が世界トップレベルの研究力を保12 

持し、それによって社会・経済に様々な価値が創出されることで、豊かで安全・13 

安心な社会、豊かで活力があり希望にあふれた人生を送ることができる社会を14 

実現し、科学技術を国力の源泉とする国となることを目指す。 15 

以上から、科学技術・イノベーション推進システムの刷新を進めることを前提16 

として、以下の６つを柱とする。 17 

第１の柱：知の基盤としての「科学の再興」 18 

第２の柱：技術領域の戦略的重点化 19 

第３の柱：科学技術と国家安全保障との有機的連携 20 

第４の柱：産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化 21 

第５の柱：戦略的科学技術外交の推進 22 

第６の柱：推進体制・ガバナンスの改革 23 

(3)科学技術・イノベーション政策の推進に際しての留意事項 24 

「総合知」とは、「多様な『知』が集い、新たな価値を創出する『知の活力』25 

を生むこと」であり、科学技術・イノベーションの力を高めて社会変革をもたら26 

すためには、自然科学のみならず、人文・社会科学を含めあらゆる「知」を結集・27 

融合することが不可欠である。 28 

従来の価値観にとらわれないイノベーションの多様化を推進していく。例え29 
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ば、計画段階から研究開発のプロセスに「性」の考慮を取り入れるなどの「ジェ1 

ンダード・イノベーション」5を推進する。 2 

「総合知」の拡大やイノベーションの多様化を進めながら科学技術・イノベー3 

ション政策を強力に推進するには、一般市民の深い理解と後押しが不可欠であ4 

る。このため、科学技術・イノベーションの重要性を社会に浸透させるための「科5 

学技術コミュニケーション（サイエンスコミュニケーション）」を更に進展させ、6 

一般市民の深い理解と科学技術に関する信頼を獲得することで、対話と協働を7 

進め、社会との関係を深化させる。その際、科学への信頼が揺らぎ、コミュニテ8 

ィの分断が生じる国もある中、科学技術コミュニケーションは、単に科学的知識9 

を一般の方々に伝えるだけでなく、双方向コミュニケーションを通じた社会的10 

合意形成に資する取組としていくことが求められる。 11 

科学技術・イノベーションの価値を社会がきちんと受容できるようにするた12 

めには、ＥＬＳＩ（倫理的・法的・社会的課題）の視点に立った検討・対話も重13 

要である。 14 

世界各地では、研究者単独では実現できない多くのデータ収集による科学的15 

発見や、社会課題解決への取組など、一般市民が科学研究の一翼を担う「シチズ16 

ンサイエンス」が進展しており、我が国でも、多様な主体が自発的に研究活動に17 

参画し活躍できる、新たな形での知識生産・価値創造を実現する環境整備を推進18 

する。 19 

こうした科学技術・イノベーションに関する活動の変化に加えて、科学そのも20 

のについて科学的手法を用いて研究対象とするメタサイエンス、サイエンスオ21 

ブサイエンスといった研究が進められている。こうした知見を踏まえ、人類の知22 

的活動としての科学の多様な面での効果把握や、研究評価の在り方について随23 

時見直していくことが必要である。 24 

さらに、国民一人ひとりが、科学技術・イノベーションの使いようによって人25 

間社会にもたらす「光」と「影」を認識し、「総合知」の活用を自発的に進める26 

ことで、科学技術の振興やイノベーションの社会実装がもたらす社会的影響に27 

ついて適切にコントロールされる社会を構築する。 28 

 29 
5 性差に基づいた分析とその結果を考慮しながら、イノベーションを創出すること 
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第２章 知の基盤としての「科学の再興」 1 

科学技術・イノベーションは国力の源泉である一方で、知の地平線を拡大させ2 

る基礎研究・学術研究について、我が国の国際的な優位性は相対的に失われつつ3 

ある。 4 

国内外の経済・社会情勢、国際秩序と地政学的リスク、科学技術・イノベーシ5 

ョンを巡る情勢変化を踏まえれば、科学は、変動する世界を見据えた戦略性、ま6 

た不確実な未来に向けた多様性の観点から、その持続的な発展が必須である。先7 

端科学の成果が社会を変えるほどのインパクトを有する一方で、科学とビジネ8 

スの近接化が進む中では、世界に先駆けて新たな科学を希求し、それを担う高度9 

人材を有することがノーベル賞に代表される科学の卓越性の維持につながり、10 

ひいては国の社会経済の発展、そして国家安全保障に直結する。 11 

こうしたことから、我が国の基礎研究力の強化が今まさに重要であり、科学を12 

基盤として我が国の将来を切り拓いていくためにも、「科学の再興」が強く求め13 

られている6。そのためには、科学の営みを担っている研究者がやりがいをもっ14 

て自らの好奇心に基づく研究にまい進し、所属機関の組織的な後押しの下でそ15 

の成果が様々な形で最大化され、さらに社会的にも高く評価されるような環境16 

を実現することが非常に重要であり、こうした状況を実現することで、次世代人17 

材が科学を魅力的にとらえ、キャリアとして選択する好循環も生まれる。そのた18 

めにも、競争的研究費のような「選択」という手続を経ない、研究者の自由な発19 

想に基づく多様なボトムアップ型の研究を支える基盤的経費を十分確保するこ20 

とが不可欠である。 21 

科学を再興し、科学を基盤として我が国の将来を切り拓くため、①新たな研究22 

分野の開拓・先導、②国際的な最新の研究動向のけん引、③国内外や次世代が魅23 

力的に感じる環境の発展・整備を行う。 24 

このため、我が国全体の研究活動の行動変革、世界をリードする研究大学群の25 

実現に向けた変革、大学・国研等への投資の抜本的拡充（様々な府省庁・民間か26 

 

6 「科学の再興」に関し、より詳細な我が国の科学の現況や、科学の重要性の今日的意味合い、

目指すべき具体的な姿、関連文書等については、文部科学省において開催された「科学の再興」

に関する有識者会議「科学の再興に向けて 提言」（令和７年 11 月 18 日）も参照のこと。 
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らの基礎研究への投資の促進）について、迅速かつ集中的に取り組むことで、エ1 

マージング・サイエンス7の創出を促進する。 2 

 3 

1.新たな研究領域の継続的な創造 4 

(1)若手・新領域支援の一体改革 5 

科研費の倍増に産学からの高い期待が寄せられていることを踏まえ、多様な6 

学術研究を支援しつつ、若手研究者による挑戦的・萌芽的な研究、既存の学問体7 

系の変革を目指す研究、国際性の高い研究などへの支援を強化する。審査システ8 

ムの見直しを通じた分野硬直性の打破などの改革を強力に推進しながら、既存9 

の研究費の改革を行いつつ、他の取組とも連携し、科研費を大幅に拡充する。 10 

科研費の全面基金化に向けた取組を推進し、研究者の煩雑な事務負担を軽減11 

し、研究時間確保につなげる。 12 

創発的研究支援事業、特別研究員事業及び戦略的創造研究推進事業を通じて、13 

挑戦的な研究に取り組む若手研究者への長期・安定的な支援を強化する。 14 

研究大学群等において、古い慣習にとらわれずに挑戦的な研究領域への積極15 

的な投資が行われるよう支援する。 16 

(2)戦略的な新興・融合研究の推進 17 

戦略的創造研究推進事業、共創の場形成支援プログラム等の政策対応型研究18 

において、段階的なチーム形成や新興・融合領域の価値の見定めを行い、成果最19 

大化の方向に支援を拡大する育成型のアプローチといった観点でファンディン20 

グを強化する。 21 

革新的な新興・融合研究への研究者の挑戦の促進に向けた研究支援や新たな22 

評価の導入を後押しする。 23 

大学共同利用機関や共同利用・共同研究拠点において、組織・分野を超えた多24 

様な研究者間ネットワーク形成支援や共同研究の促進、融合研究をけん引する25 

リーダー人材育成を推進する。 26 

 

7 まだ発展途上にありながら、今後大きな影響や可能性を持つと期待されている新しい科

学分野や研究領域 
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2.国際ネットワークの構築 1 

我が国の基礎研究・学術研究の力を高めるためには、国際科学研究トップサー2 

クルへ食い込んでいくだけでなく、国内環境の国際化も強化していく。 3 

 4 

(1)日本人研究者・学生の海外派遣強化 5 

国際的に競争力のある研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者・学生6 

の海外送出しを戦略的に増加させるとともに、海外の大学等の研究機関におい7 

て自らの研究計画に基づき長期間研究に専念できるよう支援する。 8 

次世代のリーダーとなる若手研究者の育成や国際研究者ネットワークの拡9 

大・強化を図るために、十分な支援の下で新進気鋭の若手研究者が国際経験を積10 

む機会を提供する。 11 

(2)国内外への開放性を持った魅力ある研究環境の構築 12 

世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）など国際的に開放性を持った研13 

究環境を確保するとともに、多様なパートナーとの質の高い研究が促進される14 

よう、ボトムアップによる国際交流を強化する。 15 

世界の学術フロンティアを先導する大型プロジェクトや先端的な大型施設・16 

設備等の整備・活用により、国内外の優れた研究者を結集し、国際的な研究拠点17 

形成を推進する。 18 

留学生や海外研究者等に、魅力あるキャリアパスや雇用機会、トップレベルの19 

研究環境を示し、優秀な人材を惹きつけるとともに、我が国に留まり活躍できる20 

機会を提供する。諸外国の情勢を踏まえた国際頭脳循環の取組を、先行的に開始21 

された J-RISE Initiative8等を活用しつつ推進する。 22 

(3)国際連携の戦略的強化 23 

国際科学トップサークルへの参入に向け、ホライズン・ヨーロッパへの準参加、24 

先端国際共同研究推進事業／プログラム（ASPIRE）等を通じてＧ７諸国や欧州25 

などとの戦略的な連携・協力等に対する安定的で長期間にわたる継続した支援26 

 

8 Japan Research & Innovation for Scientific Excellence Initiative。日本が研究者にとって

世界で最も魅力的な国となることを目指して、国際的な研究環境の実現や、研究者の招へ

いなど、関係府省が一丸となって関連施策を推し進めている。 
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を行う。 1 

グローバル・サウス諸国との知的交流による優秀な人材の育成・確保や地球規2 

模課題の解決に向け、日ＡＳＥＡＮ科学技術・イノベーション協働連携事業3 

（NEXUS）やインド若手科学頭脳循環プログラム（LOTUS プログラム）等を4 

通じて、ＡＳＥＡＮやインドなどとの連携・協力等に対する支援を継続的に行う。 5 

また、外国人特別研究員等のボトムアップによる事業を活用し、国内の研究機6 

関等へ海外の優秀な研究者を呼び込むことで国際頭脳循環の促進を図る。 7 

 8 

3.多様な場で活躍する科学技術人材の継続的な輩出 9 

産学官が連携して、多様な科学技術人材の育成・活躍促進に取り組み、こうし10 

た人材の能力を存分に発揮できる環境を構築する。 11 

(1)優れた研究者の育成・確保・活躍促進 12 

大学・国研等における優れた研究者の育成・確保に向けて、基盤的経費の確保13 

や、競争的な研究環境の下で研究者による継続的・発展的な研究を支える多様な14 

競争的研究費制度の推進等の取組を通じて、研究者に対する研究支援の充実・確15 

保に取り組むとともに、研究者の安定的な雇用・ポストの確保や、処遇・待遇の16 

充実、活躍機会の拡大等を進める。その際、国際的な人材獲得競争に鑑み、民間17 

や海外研究機関と比較して魅力的な処遇・待遇になるよう留意して進める。 18 

先端技術分野において、大学と産業界が連携し、研究開発と人材育成を一体的19 

に推進する。あわせて、大学の人事給与マネジメント改革を実施し、産学の人的20 

資本への投資拡充に向けた好循環の実現を目指す。 21 

大学が強みとする研究分野を基に、企業との連携深化、企業からの投資拡大、22 

産学の人材流動性を高めるクロスアポイント制度の活用等、産業界との連携実23 

績を大学内で適切に評価しつつ、人材に対する重点投資を全学的に展開する取24 

組を支援する。同時に、技術、人材、資金面で産業界がより深くコミットした研25 

究科設置等、高度人材を育成する取組を支援する。 26 

女性研究者や海外からの優秀な研究者等が活躍しやすいような研究支援体27 

制・環境整備等を支援するとともに、研究者等が順守・尊重すべき規範等の整備・28 

運用や、研究者等が基礎的な素養として備えるべき、ＥＬＳＩへの対応等を後押29 
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しする。 1 

必要に応じたガイドラインの見直しを行うことで、各国立大学法人が全学的2 

な人事マネジメントシステムを構築し、人事給与マネジメントを高度化する後3 

押しをする。特に多様性に留意しつつ、組織全体での若手研究者のポストの確保4 

と若手の育成・活躍を促進して持続可能な研究体制を構築したり、テニュアトラ5 

ック制9等を活用して安定的なキャリアパスを明示したりする取組の強化につな6 

げる。 7 

競争的研究費制度を改革し、直接経費からの人件費支出のＰＩや主たる共同8 

研究者（Co-PI）等への適用拡大、間接経費の使途把握や情報発信等を通じて、9 

人件費に対する支出を拡大させる。 10 

(2)高度専門人材の育成・確保・活躍促進 11 

大学等における研究開発マネジメント人材及び技術職員に求められる業務や12 

処遇・待遇の在り方を整理し、高度専門人材としての人事制度や、研究者や事務13 

職員等と一体となって組織を動かす仕組みの構築等を推進する。取組事例を盛14 

り込んだガイドラインを展開・周知するほか、関係機関と連携・協力し、研究開15 

発マネジメント人材及び技術職員の確保・育成・活躍促進等の取組を促進・支援16 

する。くわえて、知財・国際標準化、事業化支援等の多様な専門人材の育成・確17 

保等に関する取組を支援・推進する。 18 

(3)産学で活躍する技術者の育成・確保 19 

産業・研究基盤を支える技術者の戦略的な育成・確保や、認定プログラムの活20 

用を含めた教育カリキュラムの向上を図る。また、技術者・技術職員の育成・確21 

保の観点も含め、大学・研究機関・企業等と連携・協力しつつ、先端研究施設・22 

設備・機器等の整備・共用・高度化等の支援に関する取組を推進する。 23 

技術士の活用促進・普及拡大を進めるとともに、必要な制度の見直しを行う。 24 

(4)博士人材の育成・確保及び多様な場での活躍促進 25 

博士人材は、深い専門知識や国際性を持ち、課題を設定・解決する能力などの26 

汎用的能力を備えた高度人材である。したがって、博士人材は、アカデミアのみ27 

 

9 若手研究者が、厳格な審査を経てより安定的な職を得る前に、任期付きの雇用形態で自

立した研究者としての経験を積むことができる仕組み 
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ならず、産業界のほか、科学技術外交や研究助成プログラム開発など、社会の多1 

様な場で活躍することができる人材であり、様々な科学技術分野をつなぐ人材2 

や、科学技術と社会をつなぐ人材として活躍することが期待される。このため、3 

新技術立国を目指す日本にとって更なる博士人材の輩出と活躍促進は急務であ4 

り、その実現に向けた施策を推進していく。 5 

具体的には、優秀な博士後期課程学生の育成・確保のため、特別研究員（ＤＣ）6 

や次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）等により経済的支援を一層充7 

実させるとともに、博士人材のインターンシップ拡充など、産業界との連携を強8 

化しつつ、産業界でも活躍できる人材の育成も見据えた大学院教育の充実を図9 

り、多様なキャリアパスの確立を推進する。また、社会人学生も含めた多様な学10 

生のそれぞれに適した支援となるよう、制度の改善・見直しを行う。 11 

多様な財源を活用した博士後期課程学生への給与の支給により研究者として12 

の雇用を進めるとともに、民間企業において新卒採用のみならず、経験者採用も13 

促進するなど、社会全体で博士後期課程学生に対する位置付けの変更を促す。 14 

(5)次世代の科学技術人材育成の強化 15 

次世代の科学技術人材の継続的な輩出に向けて、先進的な理数系教育に資す16 

る研究開発や、高い意欲・能力を有する児童生徒の発掘・育成・切磋琢磨の機会17 

の一層の充実に取り組む。スーパーサイエンスハイスクール支援事業（SSH 事18 

業）の指定校を拡充するとともに、取組の一層の高度化のための事業設計の改革19 

を実行する。次世代科学技術チャレンジプログラム（STELLA）の実施拠点数を20 

拡充する。科学技術人材の裾野の拡大に向けて、理数系教育の充実、女子中高生21 

等の理系進路選択支援、ＳＴＥＡＭ教育強化や科学技術コミュニケーションを22 

推進するとともに、官民一体となった留学のための奨学金や SSH 事業の活用を23 

通じて、初等中等教育段階からの国際交流を拡充する。こうした初等中等教育段24 

階からの科学技術人材育成に、高等教育機関が組織として参画することを促進25 

する。 26 

理系離れを起こすことなく、高等教育段階においても適性や関心に応じて学27 

べる環境を確保するとともに、社会の構造的変化に伴って生じる人材需給ギャ28 

ップを解消するべく、「文理分断型の学び」からの脱却、産業イノベーション人29 
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材育成等に資する高校教育改革・高等教育の構造改革を行う。大学・高専機能強1 

化促進事業を通じ、将来の社会・産業構造変化を見据え、地域の産業や社会に必2 

要な科学技術人材の育成を一層促進するために、大学等の成長分野への組織再3 

編や実践的技術者教育を担う高等専門学校の新設等を促進するとともに、理数4 

的素養を身に付ける教育の質的転換を推進する。なお、大学等におけるリ・スキ5 

リングについては、産業界や地域のニーズ等を踏まえた上で、質の高いプログラ6 

ムの構築や持続的な体制の形成・発展に取り組む。 7 

(6)科学技術と社会をつなぐ人材の活躍促進 8 

社会における科学技術の役割が大きく変化する中、科学技術と社会の関係を9 

より一層深化させるため、多様なターゲット層やコミュニケーション手法を踏10 

まえ、あらゆる機会を捉えた多層的な科学技術コミュニケーションや、関係府省11 

庁・国研などによる戦略的な広報活動、科学技術コミュニケーションに関わる人12 

材の育成、活躍機会の拡大を、幅広いステークホルダーの参画を得ながら推進す13 

る。 14 

社会問題の解決や科学技術・イノベーションによる新たな価値を創造するた15 

めに、社会技術の研究開発の推進や研究の萌芽段階からＥＬＳＩに対応する体16 

制の強化、それを担う人材の育成など、人文・社会科学も含めた「総合知」の活17 

用を一層推進する。 18 

 19 

4.AI for Science による科学研究の革新 20 

近年、ＡＩを科学研究に組み込む「AI for Science」が、創造性・効率性などの21 

観点で科学研究の在り方に急速かつ抜本的な変革をもたらしつつある。ＡＩ駆22 

動型研究を支えるオープンサイエンスを更に推進するとともに、分野横断的・組23 

織横断的な「AI for Science」の実装により、日本全体で知の生産性を向上させ24 

研究者がより創造的な活動に専念できる環境を実現するとともに、世界をリー25 

ドする信頼性のある科学的成果を継続的に創出し、我が国の国際優位性・戦略的26 

自律性を確保することを目指す。そのため、AI for Science の推進に向けた基本27 

的な戦略方針も踏まえつつ、強力に取り組むことで、研究の効率性・生産性を向28 

上させ、研究者の創造性を最大化させることが重要である。 29 
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(1)ＡＩ利活用研究（AI for Science）とＡＩ研究（Science for AI）の推進 1 

科学基盤モデルやＡＩエージェントの開発・活用、フィジカルＡＩも活用した2 

研究活動の自動・自律化などによる次世代ＡＩ駆動ラボシステムの開発などに3 

代表されるＡＩ利活用研究（AI for Science）を強力に推進する。このため、あら4 

ゆる研究分野における AI for Science の波及・振興を継続的に促進するとともに、5 

知の生産性の圧倒的向上を図るべく科学研究の破壊的革新をもたらし、世界に6 

先駆けた科学成果を創出する先導的・先駆的研究を推進する。 7 

ＡＩ研究（Science for AI）においては、数理科学を基盤としたＡＩ技術に関8 

連する最先端の理論研究やアルゴリズム開発等の基礎研究を推進するとともに、9 

リスクや懸念の克服に向け、テキスト、画像、音声等をコンテクストや非言語情10 

報も踏まえて処理できるマルチモーダルモデルを含めたＡＩ基盤モデル等の透11 

明性・信頼性の確保及び高度化や、質の高いデータの整備に向けた研究開発を推12 

進する。 13 

(2)ＡＩ駆動型研究を支えるデータの創出・活用基盤の整備 14 

より多くの研究者がＡＩを活用した研究環境を利用し、データの収集・解析の15 

標準化も含めた高品質かつ大量のデータを継続的に生み出し活用できる研究シ16 

ステムの構築に向け、最先端の研究設備を集積するとともに、研究設備の自動・17 

自律化、遠隔化による大規模なオートメーション/クラウドラボの形成を推進す18 

る。 19 

全国の研究大学等において、コアファシリティ10を戦略的に整備し、先端的な20 

研究設備・機器の整備・共用・高度化を推進する。大量なデータの学習を見据え、21 

再現性・トレーサビリティ等が確保された、生物遺伝資源や機械可読な材料の実22 

験・計測データ（メタデータを含む。）も含めた良質なデータを創出・利活用す23 

る基盤を安定的に確保・供給していく。くわえて、知の継承や海外流失の防止も24 

含め、電子化されていないデータやレガシーデータの利活用などについても検25 

討する。 26 

(3)AI for Science を支える次世代情報基盤の構築 27 

我が国の誇る研究データの管理・利活用のための研究データ基盤（NII RDC）、28 

 

10 研究組織全体として研究設備・機器を整備・共用・高度化する仕組みを備えた研究基盤 
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流通基盤 SINET、「富岳」等のスーパーコンピュータ群を活用するとともに、Ｈ1 

ＰＣＩ（ハイパフォーマンス・コンピューティングインフラ）を中心としたユー2 

ザビリティの高い共用計算資源の戦略的な増強を行う。「富岳」の次世代フラッ3 

グシップシステムの開発・運用を通じ、ＡＩ処理能力・アプリケーション実効性4 

能の飛躍と国産技術の国際市場への訴求を図る。 5 

研究システムの自動・自律化、遠隔化などにより、これまで以上に大量のデー6 

タが創出されることを見据え、国際的なオープンサイエンスの潮流等も踏まえ7 

つつ、AI for Science を支える研究データの管理・利活用と流通の在り方につい8 

て検討し、ＡＩ時代に適した研究データ基盤 NII RDC や流通基盤 SINET の高9 

度化のほか、低消費電力、高信頼、低遅延な次世代情報通信基盤の高度化を推進10 

する。 11 

(4)ＡＩ関連人材の育成・確保 12 

産学の研究者が知見や経験を共有する拠点を形成するとともに、戦略的にト13 

ップサイエンティストなどの研究開発人材の育成を推進する。 14 

ＡＩやデータ等に関するスキルを持った研究支援人材等を幅広い分野で育15 

成・確保し、多様な研究者のＡＩ開発・活用ニーズに対応できる支援体制を構築16 

する。 17 

大学や専修学校等において、「文理分断型の学び」からの脱却に留意しつつ、18 

ＡＩに関する教育プログラムの構築支援やリ・スキリング、ＡＩリテラシーの向19 

上等の取組を推進し、ＡＩ関連人材の裾野を拡大する。 20 

(5)推進体制の構築等 21 

各取組を有機的に連携させ、全体を最適化・効率化しつつ研究開発を機動的に22 

推進する体制を構築し、柔軟かつ効率的な支援を可能とする。あわせて、AI for 23 

Science における情勢変化・進展の方向性を調査・分析し、それに応じた戦略の24 

柔軟な変更と大胆な投資も含めた機動的な資源配分を実施する。また、中核的拠25 

点のネットワーク化、オープン・アンド・クローズ戦略などを踏まえた研究デー26 

タの利活用促進、各府省庁・プロジェクトを超えた研究データの共有・活用の仕27 

組み作り・国際連携などの取組を戦略的に推進する。 28 

ＡＩによって科学研究の在り方が根底から変わり得る中、人文・社会科学等の29 
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知見、国際的な動向や研究コミュニティでの議論、国家安全保障の観点などを踏1 

まえつつ、ＡＩの科学研究への活用方法や科学研究の在り方、開発・活用が進む2 

先にある課題等について検討を進める。 3 

 4 

5.研究施設・設備、研究資金等の改革 5 

(1)先端研究設備等の整備・共用・高度化の推進 6 

若手を含めた全国の研究者が挑戦できる魅力的な研究環境を実現するため、7 

全国の研究大学等において、地域性や組織の強み・特色等も踏まえ、研究開発マ8 

ネジメント人材及び技術職員を含めたコアファシリティを戦略的に整備する。9 

研究設備・機器の管理を個人から組織に転換することで、持続的に研究基盤を維10 

持・強化し、全国の研究者の研究設備等へのアクセスを確保する。 11 

このような研究大学等は、SINET のセキュアで大容量のネットワークで接続12 

することとする。これにより、先端機器群のスムーズな遠隔利用が可能となり、13 

全国の研究者の機器へのアクセスを格段に良くする。さらに、全国の先端研究機14 

器群から生じるデータを集約することが可能となることから、これを体系的に15 

保存し、幅広く研究者等の利用に供する。 16 

あわせて、競争的研究費における機器購入に際し、所属機関や資金配分機関に17 

おいて重複確認を行うなど、その使途を機器の購入から利用料金への計上にシ18 

フトしていく。競争的研究費で整備した設備・機器を公共財として適切に管理す19 

ることとし、例えば取得金額が 1,000 万円以上の汎用性を有する研究設備・機器20 

については、当該研究に支障がない限り、所属機関の内外への共用を促進する。 21 

研究活動を支える研究設備等の海外依存や開発・導入の遅れが指摘される中、22 

研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて、産業界や学会、資金配分23 

機関等とも協働し、先端的な研究設備・機器の整備・共用・高度化を推進する。 24 

機器メーカー等民間企業との共用の場を接続点とした組織的な連携を推進し、25 

研究ニーズや革新的なアイディア・技術に基づく新たな計測・分析技術開発、試26 

作機開発、利用技術開発等を推進する。くわえて、論文掲載・閲覧やデータ解析27 

のインフラなども含めて、広く研究基盤の刷新に取り組む。 28 

国立大学法人全体の施設整備計画を策定し、リノベーションなどによる既存29 
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施設の最大限の活用や、先端研究設備整備、老朽化が進む研究施設等の計画的な1 

整備を通じて、共創拠点（イノベーション・コモンズ）実現を目指す。 2 

(2)大型研究施設の高度化 3 

大型研究施設についても、戦略的な整備・共用を図るとともに、世界最先端の4 

研究が可能となるよう継続的に高度化し、日本全体の研究力の向上を戦略的か5 

つ総合的に推進する。大型放射光施設（SPring-8）を高度化し世界最高峰の性能6 

を実現するとともに、３GeV 高輝度放射光施設（NanoTerasu）及び大強度陽子7 

加速器施設（J-PARC）から創出される成果を最大化するべくビームラインの増8 

設を始めとした機能強化に取り組みつつ、量子ビーム施設の連携、利用制度の在9 

り方の検討等を推進する。「富岳」の次世代フラッグシップシステムを開発・整10 

備し、アプリケーション開発等を含めたユーザー支援・人材育成や利用制度の在11 

り方の検討等を推進する。世界の学術フロンティアを先導する大型プロジェク12 

トにおける最先端の大型研究装置・学術研究基盤等の整備・活用を推進する。 13 

(3)学術論文等の即時オープンアクセスの推進 14 

学術論文及び根拠データの即時オープンアクセスを推進する。このため、「学15 

術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」（令和６年２月 1616 

日統合イノベーション戦略推進会議決定）を踏まえ、学術プラットフォーマー17 

（グローバルな学術出版社等）に対する大学、国研等を主体とする集団交渉の体18 

制構築を支援するとともに、これまでは大学等ごとに個々に整備していた機関19 

リポジトリ等の情報基盤や研究成果発信プラットフォームを、日本全体で一体20 

的に活用できる共用研究基盤として整備・充実等を進める。 21 

(4)研究評価の見直し、研究資金制度の継続的改善等 22 

国際的な研究評価改革の動向等も踏まえつつ、政策、施策及び研究開発プログ23 

ラムの評価の在り方についても検討した上で、「国の研究開発評価に関する大綱24 

的指針」（平成 28 年 12 月 21 日内閣総理大臣決定）について 2026 年度内を目25 

途に見直す。その際、科学技術・イノベーションにより社会課題を解決していく26 

という観点から、経済・社会への影響を評価するとともに、定量的評価に過度に27 

偏重しないようにすることも考慮する。 28 

競争的研究費に関し、特に継続的に公募を行うものについて、新たな資金配分29 
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の方策を探り、都度ピアレビューを経るのではなくそれ以前の成果・実績等に連1 

動して配分する仕組みや、申請書作成や審査の負担を軽減しつつ不確実性への2 

投資が可能となる仕組みを検討し、スモールスタートでその効果の検証も踏ま3 

えながら展開を図る。また、研究力を先端的な手法を取り入れつつ多様な視点で4 

分析、評価する手法を検討する。 5 

各競争的研究費において、その使い勝手がベストプラクティスにそろうよう6 

改善を図る。同時に、研究時間確保に向けて、申請書・報告書等の刷新を始め、7 

資金配分機関の連携を含めた申請手続等の簡素化・効率化を進める。 8 

また、アカデミアにおける、学協会の活動・運営負担の在り方やヒエラルキー9 

構造、それに伴う論文のオーサーシップの在り方といった慣習の見直しについ10 

ても後押しする。 11 

 12 

6.基盤的経費の確保と大学改革の一体的推進等 13 

大学改革の推進と併せて、国立大学法人運営費交付金、施設整備費補助金、私14 

学助成等の基盤的経費を確保するとともに財源の多様化を進め、多様で厚みあ15 

る研究大学群を形成する。 16 

(1)研究力強化に向けた経営戦略の構築・実践等、ガバナンス改革の推進 17 

各法人がステークホルダーとの対話を通じて、自らのミッションの明確化、機18 

能強化の方向性等を設定し、それに応じた経営戦略を構築し、ガバナンス改革を19 

推進することを後押しする。施設・設備については、全学的な体制の下での戦略20 

的なマネジメント体制の整備や、大学の枠を超えた利用を推進する体制の構築21 

を支援する。これらの取組については人材の多様性にも留意し、制度と運用・執22 

行を含めた両面でグローバルスタンダードを踏まえたものとする。 23 

あわせて、競争的研究費制度やシステム改革のための公募型資金においては、24 

施策の乱立によって研究者の管理コスト増につながらないよう、既存の施策の25 

見直しに努めるとともに、必要なインセンティブの付与など、組織としての機能26 

強化を効果的に後押しする仕組みを検討する。 27 

(2)国際卓越研究大学制度、J-PEAKS 等を通じた研究大学群の形成 28 

第６期基本計画期間中には、我が国の研究大学群をけん引する大学を支援す29 
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る、国際卓越研究大学制度及び地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-1 

PEAKS）が始動し、研究力強化に向けた大学改革を進めている。第７期基本計2 

画期間中においては、これらの成果と課題を踏まえつつ、我が国の成長につなが3 

るイノベーション創出の中心として世界で存在感を示す研究大学群を形成する4 

よう、研究・人材育成の抜本的強化に向けた支援の在り方について議論の上、必5 

要な取組を行う。その際、取組の継続性や発展性の観点を持つことが重要である。 6 

これらの研究大学群においては、財務戦略については、法人内の財務状況を分7 

析するとともに機能強化に沿った資産配分の最適化、施設・設備マネジメントを8 

行うことに留意し、また、人事戦略については、教員のみならず職員や研究開発9 

マネジメント人材を含め、機能強化に沿った人事給与マネジメントシステムの10 

高度化、人員・評価体制の見直し等に留意した上で取組を推進する。同時に、我11 

が国全体として挑戦的な研究やイノベーションの持続的な創出に向けた様々な12 

取組を総動員して研究大学群の形成を図ることで、挑戦を促す機関内の資源配13 

分ができる体制や、教員採用時等におけるグローバルな評価基準の構築、外国人14 

研究者の受入れ体制整備、博士課程学生への経済的支援、組織・機関を超えた共15 

用システムの構築、諸外国並みの研究開発マネジメント人材等の確保及び諸外16 

国並みの官民からの投資の確保のような先導的な研究環境を構築する。第７期17 

基本計画期間中においては、こうした先導的な研究環境の確保により教員の研18 

究時間割合 50％以上等を実現する研究大学が 20 大学以上となることを目指す。 19 

これらの研究大学が、それぞれが目指す機能強化の方向性に基づき、魅力があ20 

り、世界から注目されるようになりつつ、有機的な組織間ネットワークの強化や、21 

組織・分野を超えた連携・人材流動のハブ機関としての機能強化を図る。 22 

大学共同利用機関と共同利用・共同研究拠点が中心となり、個々の大学では整23 

備・運営が困難な最先端の大型装置や大量の学術データ、貴重な資料等を全国の24 

研究者コミュニティに提供することで、大学の枠を超えた共同研究を促進する。25 

それらは、我が国独自のシステムとして研究力強化に不可欠なものであるため、26 

共同利用・共同研究システムが担うハブとしての機能強化を図る。また、大学の27 

枠を超えて学外に開かれた利用を前提とした新規技術・設備開発要素が含まれ28 

る最先端の中規模研究設備の整備を後押しする。 29 
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(3)基盤的経費の確保 1 

近年の物価・人件費の上昇等も踏まえつつ、国立大学法人運営費交付金・施設2 

整備費補助金等の基盤的経費を着実に確保する。 第５期中期目標期間（令和 103 

～15 年度）に向けて、国立大学法人運営費交付金については、各法人の改革を4 

促進しつつ、ミッションや機能強化の方向性に沿った活動を安定的に支援して5 

いくことができるよう、その在り方を見直していく。 6 

良好な研究環境確保に必要な施設整備費補助金については、建築資材高騰・労7 

務費の上昇等の影響や、老朽施設の増大を踏まえ、安定的に確保する。 8 

附属病院については、大学病院が担う教育・研究やその前提となる経営基盤の9 

強化といった観点も含めて、支援の充実を図る。 10 

私学助成についても、物価上昇等を踏まえつつ着実に確保するとともに、配分11 

の見直し等により、日本の産業を支える成長分野の人材育成や、研究環境の充実12 

に取り組む大学等を重点的に支援する枠組みを構築する。また、私立大学等の基13 

盤的な教育研究設備の充実を図りつつ、日本の産業を支える理工農系人材の育14 

成等に必要な研究設備を重点支援することにより教育研究基盤の向上を図る。 15 

政府全体で大学・国研等の研究機関を支える視点を重視し、具体的には、政府16 

全体として基礎研究・学術研究への投資への優先順位の変更を検討するととも17 

に、科学とビジネスの近接化を踏まえ、出口を所管する各府省庁からの研究機関18 

に対する積極的な投資を推進する。また、産業界からの大学・国研等への投資を19 

促進するべく税制の見直しを含めて様々な取組を推進することで、財源の多様20 

化を図る。 21 

(4)高等教育機関の機能分化、規模の適正化 22 

就学人口の変化や、デジタル社会における価値創出にとって理数の学びが必23 

須となっている状況を踏まえ、我が国の研究力強化と地方におけるアクセス確24 

保の両立に向け、高等教育機関の機能分化と、再編・統合を含めた規模の適正化25 

を推進する。 26 

 27 

7.国立研究開発法人の改革 28 

国研は、最先端の研究開発に加えて、新しい産業の創出や標準の策定・維持等29 
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も担っている。特に、特定国立研究開発法人は、世界最高水準の研究成果を創出1 

し、我が国のイノベーションを駆動する中核的な機関である。 2 

近年、国際環境が一層複雑化・緊迫化し、経済安全保障の観点で不可欠となる3 

サプライチェーン上の危機や食料安全保障上の問題等、様々な国家的な課題が4 

生じる可能性がある。さらに、地震・津波等の自然災害のリスクや少子高齢化・5 

過疎化といった社会問題等、我が国は、様々な課題に直面している。そのような6 

中で、継続的かつ安定的に研究活動を推進し、その成果によるイノベーションの7 

創出を通して課題解決に貢献するという国研の役割が、これまで以上に期待さ8 

れている。今後、戦略的に重要な技術領域に係る研究を先導しつつ、経済安全保9 

障上の課題にも対応する際、社会への役割周知と人材確保の観点からも、国家的10 

課題への対応という国研のミッションを中長期目標に位置付ける。 11 

国家的課題に対応し、持続的なイノベーション創出と国際競争力の強化を実12 

現するため、国研の価値を最大化する仕組みが必要である。自らの収入の増加分13 

や多元的に構築した収入を蓄積し、研究施設・設備の戦略的な整備・更新や優れ14 

た研究者の確保に向けて、裁量を持って支出することができる基盤を設けるな15 

ど、現場の課題やニーズを踏まえつつ、そうした仕組みについて検討する。 16 

国研は、技術流出防止等の研究セキュリティの強化を徹底し、大学や企業の模17 

範となることが求められる。産学官連携の中核として、企業・大学・行政の協働18 

を促進し、国研の特性に応じつつ、基礎研究や応用研究の推進、研究成果や技術19 

シーズの徹底した社会実装とイノベーション創出等を図る。我が国の質の高い20 

ものづくりやサービスの源泉となる知的基盤などの整備を通じて社会経済活動21 

を幅広く支える。国研間も含めて、組織的な連携体制を強化することにより、共22 

同研究や重要技術の継承の仕組みの整備、知的財産（知財）の管理・活用及び人23 

材交流を推進し、産業競争力及び地域活性化に貢献する。また、国研は、大学や24 

企業との近接性を高めて連携し、十分なセキュリティ対策を担保した大学のキ25 

ャンパス外における研究の場（いわゆるオフキャンパス）としての機能の提供、26 

国研・企業の大学内サテライトの設置、連携大学院制度の有効活用による人材育27 

成等に取り組む。 28 

国家戦略に基づき国家的課題等を担う産学のプラットフォームとして新たな29 

取組を試行的に行う場という国研の機能を強化し、政策実施にかかる複雑なシ30 

ステムが生み出す予期せぬ効果を把握することにも注力し、得られた知見につ31 

いて大学等を含め展開を図っていく。 32 
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科学とビジネスが近接化した時代において、企業においても基礎研究や、それ1 

を担う中央研究所の再評価が行われてきており、外国籍企業も研究所を我が国2 

へ設置する動きが出てきている中、国研、大学、企業が三位一体で連携し、研究3 

開発を実施できるよう推進する。 4 

5 
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第３章 技術領域の戦略的重点化 1 

1.重要技術領域の考え方 2 

(1)重要技術領域を巡る国際的な動向 3 

世界の主要国・地域では、地政学的競争の激化や地球規模課題の深刻化といっ4 

た構造変化の中で、科学技術・イノベーションが、国家の安全保障、経済的優位5 

性及び国民生活の質を左右するとの認識の下、科学技術と国益を強く結び付け6 

ており、特に重要技術における主導権を巡る競争が一層激化している。 7 

特に、ＡＩ・デジタル・情報通信、量子、半導体、バイオ・ヘルスケア、宇宙8 

などの分野は、将来の国家競争力と経済安全保障を支える基盤技術として広く9 

認識されている。 10 

(2)重要技術領域における研究開発等の推進に向けた考え方 11 

科学技術が経済・社会を大きく変化させる時代にあって、先端科学技術の研究12 

開発等を官民挙げて促進していくことが、将来の我が国の自律性・不可欠性の確13 

保、将来性のある成長産業の創出の鍵となる。こうした先端科学技術については、14 

現在及び将来の関連技術まで含めて、戦略的に支援し、イノベーション・エコシ15 

ステムを強化していくことが重要である。 16 

世界に目を転じると、先述のとおり、各国も経済成長、国家安全保障等の観点17 

から技術領域を特定し、政策リソースを重点投下している。 18 

我が国としても、研究者の自由発想に基づく研究を後押ししつつも、将来にわ19 

たって科学技術力を維持・強化するため、限られた政策資源を最大限活用する戦20 

略的な支援を実施していくことが必要である。すなわち、研究者の自由発想に基21 

づいて行われる基礎研究はイノベーションの源泉たるシーズを生み出す多様性22 

の苗床であり、こうした知の基盤の構築につながる研究者の自由発想に基づく23 

研究を後押しする取組と、重要技術を巡る取組の両者を第７期基本計画の下で24 

推進すべきである。 25 

この考えの下、我が国における重要技術領域として、新興・基盤技術領域と国26 

家戦略技術領域の２領域を設定し、各技術領域の性質や技術領域間でのシナジ27 
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ーを踏まえ、各府省庁横断的に支援策を講じる11。また、これらの重要技術領域1 

については、後述する重要技術戦略研究所（仮称）の提言も活用しつつ、適切な2 

レビューを実施する。なお、技術流出への特段の対応を行うため、適切なマネジ3 

メントを図っていくことが重要である。 4 

 5 

2.新興・基盤技術領域 6 

(1)基本的な考え方 7 

先端科学技術の中でも、我が国の経済・社会の発展、国民の福祉の向上、さら8 

には世界の科学技術の進歩、人類社会の持続的な発展への貢献などの観点から、9 

総合的な安全保障などの動向・情勢や我が国の科学・技術の立ち位置も踏まえつ10 

つ、急速に発展しつつあり、将来の我が国の科学技術をけん引するような潜在力11 

を有する新興技術12や基盤技術13の領域を対象とする。 12 

こうした新興・基盤技術領域は、①経済・社会の発展、国民の福祉の向上、総13 

合的な安全保障の推進といった国家又は社会が目指す方向性と、②アカデミア14 

の自由な探求から見えてくる有望性や潜在性という、いわばトップダウンとボ15 

トムアップの観点を接合し、我が国の経済・社会・科学の発展を支える基礎・基16 

盤技術となる可能性のある技術領域として選定した。また、新興・基盤技術領域17 

は、その性質に鑑み、状況の進展に応じて柔軟に見直すこととする。 18 

(2)対象領域 19 

上記の基本的な考え方に基づき、以下の技術を「新興・基盤技術領域」として20 

位置付けることとする。 21 

① 次世代船舶技術、自動航行船技術といった造船関連技術 22 

② 極超音速技術、先進航空モビリティ技術といった航空関連技術 23 

③ 次世代情報基盤技術、ネットワークセキュリティ技術といったデジタル・24 

サイバーセキュリティ関連技術 25 

 

11 詳細については、「重要技術領域検討ワーキンググループ 取りまとめ」（令和７年 11 月 27

日）を参照のこと。 

12 emerging technologies 

13 foundational technologies 
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④ 農業エンジニアリング技術といった農業・林業・水産関連技術（フードテ1 

ックを含む） 2 

⑤ エネルギーマネジメントシステム技術、資源循環技術といった資源・エネ3 

ルギー安全保障・ＧＸ関連技術 4 

⑥ 災害等の観測・予測技術、耐震・免震技術といった防災・国土強靱化関連5 

技術 6 

⑦ 遠隔医療機器技術、公衆衛生技術といった創薬・医療関連技術 7 

⑧ 先端機能材料技術、磁石・磁性材料技術といった製造・マテリアル（重要8 

鉱物・部素材）関連技術 9 

⑨ MaaS 関連技術、倉庫管理システム技術といったモビリティ・輸送・港湾10 

ロジスティクス（物流）関連技術 11 

⑩ 海洋観測技術、海上安全システム技術といった海洋関連技術 12 

⑪ 機械学習に必要な電子計算機を稼働するために必要なプログラム、ＡＩモ13 

デルによる機械学習アルゴリズムプログラム、ＡＩモデルによる機械学習14 

サポートプログラム、ＡＩロボット基幹技術といったＡＩ・先端ロボット15 

関連技術 16 

⑫ 量子コンピューティング技術、量子通信・暗号技術、量子マテリアル技術、17 

量子センシング技術といった量子関連技術 18 

⑬ 先端半導体製造関連技術や光電融合技術といった半導体・通信関連技術 19 

⑭ 医薬品・再生医療等製品の候補物質等の探索・最適化・製造・製剤技術、20 

新品種の開発・育種・ゲノム編集技術といったバイオ・ヘルスケア関連技21 

術 22 

⑮ ブランケット技術やトリチウム回収・再利用技術といったフュージョンエ23 

ネルギー関連技術 24 

⑯ 衛星測位システム、衛星通信技術、リモートセンシング、軌道上サービス、25 

月面探査、輸送サービス技術といった宇宙関連技術 26 

(3)支援措置等 27 

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、ムーンショット型研究開発制28 

度、経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）、戦略的創造研究推進29 
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事業（CREST 等）、革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST）、フロンテ1 

ィア育成・懸賞金事業等といった政策分野ごとに各府省庁が持つ柔軟性の高い2 

予算措置等において重点的に資源配分を図るとともに、本領域に関わりの深い3 

国研の取組を強化していく。 4 

＜戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）＞ 5 

SIP については、我が国が実現を目指す将来像、国内外の技術開発の動向等を6 

踏まえつつ、新興・基盤技術領域に関連する社会課題の解決に向けた取組に対し7 

て、府省の枠にとらわれず、重点的に予算を配分する。その際、科学とビジネス8 

の近接、実装からのフィードバックにより技術が進捗する足元のイノベーショ9 

ンモデルを踏まえ、従来の「課題の解決」の視点とともに、「機会の創出」を可10 

能とする視点を取り入れ、研究開発体制のアジリティを確保するなど、課題設定11 

や運営体制等について見直しを行う。 12 

＜ムーンショット型研究開発制度＞ 13 

研究開発を取り巻く状況が大きく変容している目標もある中、2040 年・205014 

年の目標達成に向けてポートフォリオ（プロジェクトの構成や資源配分等の方15 

針をまとめたマネジメント計画）等を柔軟に見直しながら研究を推進する。また、16 

過半の目標が研究開始から５年以上経過しており、支援終了時を見据え、社会実17 

装を担う主体や資金調達計画を含む社会実装シナリオの策定及びシナリオを着18 

実に実行していくための人材の育成及び実行体制の構築が必要となる。一方、基19 

礎研究力を最大限に引き出す挑戦的研究開発を積極的に推進する本制度の趣旨20 

を踏まえ、社会変革につながる可能性はあるものの、本制度による支援期間中に21 

は社会実装シナリオが十分に見通せない卓越した基礎研究成果については、支22 

援終了後の研究開発の継続のための方策を検討する。くわえて、新興・基盤技術23 

領域を構成する技術領域等について、必要に応じて新たな目標の設定を進める24 

など、支援の充実を図る。 25 

＜経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）＞ 26 

中長期的に我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可27 

欠な要素となる先端的な重要技術について、統合イノベーション戦略推進会議28 

及び経済安全保障推進会議による合同会議において「研究開発ビジョン」を策定29 
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し、中長期的な視点（10 年程度）で技術を社会実装することを見据えつつ、５1 

年程度の期間を基本とした研究開発を実施している。 2 

今後は、本プログラムを着実に推進するとともに、プログラム内外の知見を融3 

合することで、社会実装の確実性を一層高めていく。くわえて、本プログラムの4 

推進は、新興・基盤技術領域における研究開発の推進にも資するものであり、本5 

プログラムの中間評価結果等を経済安全保障に係る研究開発の在り方の検討に6 

適切に反映させる。 7 

 8 

3.国家戦略技術領域 9 

(1)基本的な考え方 10 

科学技術が国家の安全保障、経済成長、そして産業競争力と不可分の関係にあ11 

る中で、将来の我が国の自律性・不可欠性の確保、将来性のある成長産業の創出12 

を進めることを目指し、①経済成長や社会課題解決等の将来性、②技術の革新性13 

や有望性、③我が国の科学技術の優位性や潜在性の観点から、一気通貫支援によ14 

って科学と産業を結び付け、第７期基本計画の下、関連する人的・物的資源を国15 

内に確保していくことを目指すべき技術領域を対象とする。 16 

なお、集中投資が重要であること、政策資源が有限であることに鑑み、当該技17 

術領域は数分野程度に限って選定した。また、各技術領域の特性に応じ、関連す18 

る素材・材料、生産技術等であって戦略的に重要な技術についても支援の対象と19 

する。くわえて、各技術領域の政策の連動性を加味し、政策ツールの性質に応じ20 

て、各技術領域における個別技術の適用範囲を精査する。 21 

(2)対象領域 22 

経済成長や社会課題解決等の将来性、技術の革新性や有望性、我が国の科学技23 

術の優位性や潜在性の観点から行った検討を踏まえ、以下の技術を「国家戦略技24 

術領域」として位置付けることとする。 25 

① 機械学習に必要な電子計算機を稼働するために必要なプログラム、ＡＩモ26 

デルによる機械学習アルゴリズムプログラム、ＡＩモデルによる機械学習27 

サポートプログラム、ＡＩロボット基幹技術といったＡＩ・先端ロボット28 

関連技術 29 
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② 量子コンピューティング技術、量子通信・暗号技術、量子マテリアル技術、1 

量子センシング技術といった量子関連技術 2 

③ 先端半導体製造関連技術や光電融合技術といった半導体・通信関連技術 3 

④ 医薬品・再生医療等製品の候補物質等の探索・最適化・製造・製剤技術、4 

新品種の開発・育種・ゲノム編集技術といったバイオ・ヘルスケア関連技5 

術 6 

⑤ ブランケット技術やトリチウム回収・再利用技術といったフュージョンエ7 

ネルギー関連技術 8 

⑥ 衛星測位システム、衛星通信技術、リモートセンシング、軌道上サービス、9 

月面探査、輸送サービス技術といった宇宙関連技術 10 

(3)支援措置等 11 

第７期基本計画の下、新興・基盤技術領域に対する支援措置のみならず、人材12 

育成の強化、研究開発投資のインセンティブ重点化、大学等の研究拠点との連携13 

強化、スタートアップ等支援、オープン・アンド・クローズ戦略策定支援、国際14 

連携の強化などに関する支援措置を一気通貫で実施していく。こうした一気通15 

貫支援については、全政府的に取組を進めることが重要であり、ＣＳＴＩを司令16 

塔として、関係省庁間で連携していく。 17 

国家戦略技術領域の対象は、当該領域の研究開発等に取り組む事業者や大学18 

等の予見性を高めるため、第７期基本計画の期間中、継続して支援する。ただし、19 

国内外の動向の急激な変化等に応じて適切な対応をすることができるよう、科20 

学技術・イノベーションを巡る国内外の動向について、適切なレビューを実施す21 

る。 22 

なお、国家戦略技術領域についても、共同研究等の過程で技術流出のおそれが23 

あるため、新興・基盤技術領域と同様、適切なマネジメントを図っていくことが24 

重要である。 25 

＜人材育成の強化＞ 26 

・ トップクラスのエンジニア等も含めたイノベーションを支える高度人材27 

を確保するため、産学官連携による若手研究者を始めとした人材育成の強28 

化、企業における博士人材の活用促進等を推進する。 29 
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・ 先端科学技術分野における国際頭脳循環の推進を含めた産業界・アカデミ1 

ア双方での優秀な人材層の抜本的な充実・強化や研究開発力の飛躍的向上2 

を推進する。 3 

 4 

＜研究開発投資のインセンティブ重点化＞ 5 

・ 企業によるリスク投資の呼び水としてのインセンティブ措置の強化を検6 

討する。 7 

・ 研究開発税制において、戦略的に重要な技術領域についての企業の研究開8 

発を促進する「戦略技術領域型」を創設し、既存の措置と別枠の税額控除9 

率・控除上限を設定するとともに、３年間の「繰越税額控除制度」を創設10 

する。また、研究開発一般を広く後押しすることの重要性も踏まえ、「一11 

般型」について、研究開発投資をより促し、足元の物価上昇への対応など12 

も含めた見直しを行った上で、時限措置の適用期限を延長する。 13 

・ 革新的な技術に対する中長期的な民間投資を促すべく、民間企業にとって14 

予見性が低い領域におけるこれまでの支援策や諸外国の支援策も参考に、15 

政府の中長期的なコミットを明確化する。 16 

＜大学等の研究拠点との連携強化＞ 17 

・ 研究開発税制に新設する「戦略技術領域型」において、特に高い研究力等18 

を持つ認定研究拠点と民間企業とのオープンイノベーションを促進する19 

「大学拠点等強化類型」を創設し、高い税額控除率を設ける。 20 

＜スタートアップ等支援＞ 21 

・ ディープテック・スタートアップについて、創業段階で必要となる研究開22 

発や経営体制の強化から、事業化段階で必要となる設備投資等まで、一貫23 

して支援する仕組みを構築する。 24 

・ SBIR 制度等による研究開発支援、Ｍ＆Ａを含むスタートアップの成長経25 

路・出口戦略の多様化の推進、国や地方公共団体によるスタートアップか26 

らの調達拡大等により、スタートアップが大きく成長できる環境を整備し27 

ていくとともに、大企業等も含め、産学官で連携し、社会実装を加速させ28 

ていく。 29 
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＜オープン・アンド・クローズ戦略策定支援＞ 1 

・ 分野を特定し、市場情報に知財情報を組み合わせた分析や標準化の動向把2 

握、標準動向等を踏まえた知財の国内外での権利取得の推進、政府のリー3 

ドによる戦略的標準化活動の推進、標準化戦略策定から規格開発・活用ま4 

で一貫して進める体制の構築、国内外規制対応・認証基盤の充実等を通じ5 

た国内認証機関の強化等を進める。 6 

・ 重要技術領域に関する円滑な知財の創出・保護と標準策定を支援する。 7 

＜国際連携の強化＞ 8 

・ 人材育成を含めた一連の一気通貫支援の段階において、同盟国・同志国等9 

との国際連携を強化する。 10 

・ 国内プレイヤーの海外展開や輸出を推進する。 11 

12 
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第４章 科学技術と国家安全保障との有機的連携 1 

我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しており、また、科学技術2 

を巡る国際的な主導権争いは激化している。主要各国が先端技術の獲得を国家3 

戦略の中核に位置付ける中、我が国においても科学技術の重要性を再認識し、国4 

家安全保障の観点からも総合的に取り組むことが不可欠である。 5 

最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用の技術と安全保障用の技術の6 

区別は実際には極めて困難となっている。くわえて、民生用にも安全保障用にも7 

利用される可能性があるデュアルユース技術への投資は、それぞれの分野にお8 

いてのみならず、技術力を相互に高め合いながら、科学技術の発展、ひいては、9 

産業競争力を強化し、長期的な経済成長にも資するものである。このため、産学10 

官が連携して、我が国の科学技術基盤を支える先端技術として、デュアルユース11 

技術の研究開発及び社会実装に取り組む。 12 

具体的には、内閣官房国家安全保障局を中心に、関係省庁と連携しながら、既13 

存の防衛産業に限定しない、幅広い企業群やスタートアップ企業の参画を促す14 

とともに、大学や国研なども参画する、安全保障分野におけるエコシステムを構15 

築していくべきである。その際、経済安全保障の観点を重視して技術力を強化す16 

る中で得られる成果を国家安全保障に積極的に活用することも重要である。 17 

くわえて、安全保障分野におけるエコシステムにおいては、民生用の技術と安18 

全保障用の技術を区分けすることなく、双方の技術が相乗効果を生み出せるよ19 

う、民生と安全保障の分野で技術が行き来する双方向の流れを促進することも20 

重要である。 21 

 22 

1.国家安全保障に資する研究開発の推進 23 

(1)デュアルユース技術の戦略的研究開発 24 

デュアルユース技術の優位性を中長期的に維持・向上していくことは、国家安25 

全保障や経済成長の観点からも不可欠であり、産学官が連携して、基礎的段階を26 

含め、デュアルユース技術の研究開発を推進する。 27 

先端的なデュアルユース技術の研究開発では、その特性を十分に把握し、技術28 

流出の防止や慎重な管理を理解した研究者やイノベーションを支える人材の育29 
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成も急務であり、関係府省、大学、国研及び産業界が連携して取り組む。 1 

デュアルユース技術によるイノベーションを加速するためには、大学・研究機2 

関、スタートアップ、企業など、異なる分野間の協働が鍵であり、国家安全保障3 

に資するデュアルユース技術の研究開発の促進、研究開発体制及び人材育成の4 

強化を図るため、米国など諸外国の事例も参考にしつつ、例えば、オフキャンパ5 

ス構想も念頭に、大学や国研等における新たな研究拠点形成や基礎研究支援の6 

強化などの施策を検討する。 7 

(2)関係府省の連携体制の構築 8 

科学技術・イノベーション政策と国家安全保障政策との連携を強化するべく、9 

ＣＳＴＩと関係機関（内閣官房国家安全保障局、外務省、防衛省等）との連携を10 

強化する。 11 

防衛省の実施する基礎研究等について、研究者が躊躇なく参画できるように、12 

関係府省庁が協力して関係組織との対話を進め、周知・理解増進に取り組む。 13 

官民の高い技術力を幅広くかつ積極的に安全保障に活用する政府横断的な取14 

組を含め、国家安全保障戦略を踏まえ、国家安全保障上の諸課題に対し、関係府15 

省・産学官連携の下、安全保障の確保に資する技術の研究開発及び社会実装を推16 

進する。 17 

安全保障分野におけるエコシステムの構築に当たっては、国家戦略技術領域18 

に対する支援措置と同様に、関係省庁で連携して、人材育成支援や研究開発支援19 

など、支援措置を一気通貫で実施していく。その際、俯瞰的な視点を持ち、技術20 

と市場の両面を深く理解し、有望な技術を見極め、事業化を見据えた戦略を描け21 

る人材を国内に留まらず確保するとともに、産学官での人材の流動性を高め、技22 

術が迅速に実用化される環境を構築していくことも重要である。 23 

 24 

2.経済安全保障の観点を重視した技術力の強化 25 

(1)経済安全保障上の重要技術領域の策定 26 

国家及び国民の安全を経済面から確保するため、国家安全保障の強化の基盤27 

となる科学技術・イノベーション力の強化が不可欠である。その際、我が国の自28 

律性の向上、技術等に関する我が国の優位性・不可欠性の確保という経済安全保29 
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障の観点を十分に踏まえることが必要である。 1 

経済安全保障を確保していくためには、経済安全保障上の重要技術の戦略的2 

なプロテクション（保護）及びプロモーション（育成）が重要である。研究セキ3 

ュリティの確保を含む技術流出防止措置の対象プログラムの選定や、今後の当4 

該重要技術の育成の方向性検討等に資するために、我が国の自律性、技術の優位5 

性・不可欠性の観点から経済安全保障上の重要技術領域を定めるとともに、技術6 

の進展状況等に応じて、柔軟に見直しを行う。 7 

(2)シンクタンク機能の強化 8 

先端技術の開発競争の一層の激化等を踏まえ、ＡＩ・量子を始め重要技術等に9 

関する調査研究や政策提言等を行うシンクタンクが求められていることから、10 

国内外の技術動向、社会経済動向、安全保障といった視点から、科学技術やイノ11 

ベーションに関する調査研究、人材育成等を行う機能として、内閣府では「重要12 

技術戦略研究所（仮称）」の運用を令和８年度中に開始予定である。 13 

一方で、科学技術・イノベーションや経済的手段が国家間の覇権争いの手段と14 

して用いられるなど、国際的な安全保障環境が急速に複雑化する中、政府として、15 

内閣官房国家安全保障局が司令塔となり、経済安全保障に関わる全ての省庁が16 

貢献する形で、外交・情報・防衛・経済・技術の専門知識を集結・活用し調査研17 

究・政策提言を行う総合的な経済安全保障シンクタンク機能を速やかに構築す18 

る。具体的には、業種横断的なサプライチェーン分析やリスク点検、安全保障や19 

地政学的な関心を背景とした国内外の先端的な技術動向の把握・分析等、政府の20 

政策判断の材料となる定量的・専門的な調査研究や政策提言を実施する。 21 

今後、当該シンクタンクにおいて、重要技術戦略研究所（仮称）の技術面の知22 

見及び人材育成の機能の活用も含め、総合的な経済安全保障シンクタンク機能23 

を一元的に担う機関の構築を目指す。 24 

(3)経済安全保障上の重要技術の育成 25 

経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）については、中長期的に26 

我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素とな27 

る先端的な重要技術について研究開発を実施しているところ、このような取組28 

の重要性はますます増大している。このため、本プログラムを着実に推進すると29 
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ともに、今後、経済安全保障上の重要技術領域及びその考え方、本プログラムの1 

中間評価結果等を踏まえ、後継プログラムの在り方を検討する。 2 

また、経済安全保障上の重要技術に係る研究開発等の抜本的な強化に向けて3 

は、様々な戦略等における技術について、その関係府省庁が経済安全保障の観点4 

から捉え直し、これを推進する「経済安全保障トランスフォーメーション（ES-5 

X）」の取組を行うことが極めて重要であり、これを推進する。 6 

 7 

3.研究セキュリティの強化等 8 

経済的、戦略的なリスクや国家的、国際的な安全保障のリスクをもたらす行為9 

者や行動から研究コミュニティを保護する活動である研究セキュリティは、デ10 

ュアルユース技術の戦略的研究開発や経済安全保障上重要な技術開発を進める11 

際、海外の国家や非国家による研究への不当な干渉を防止するため、取組を強化12 

していく必要がある。 13 

研究セキュリティの取組はリスクの高い研究領域のみならず、オープンで自14 

由な研究環境を確保し、同志国等と対等な立場で国際共同研究を実施するため15 

にも重要である。 16 

Ｇ７各国やその他の同志国においては、重要技術の流出防止を図るため、従来17 

から行ってきた安全保障貿易管理等の枠組みにとどまらず、共同研究者や共同18 

研究機関に対するデュー・ディリジェンスを実施した上で、リスク軽減措置を実19 

施するといった、一段レベルの高い研究セキュリティの確保に関する取組が始20 

められている。 21 

我が国においては、国の競争的研究費で実施する、成果公開前提の研究開発プ22 

ログラムのうち、経済安全保障の観点から特に技術流出を防止する必要がある23 

「特定研究開発プログラム」を対象として、諸外国の先進的な取組と同等の研究24 

セキュリティの確保に関する取組を行うこととし、内閣府において手順書を策25 

定し、2025 年 12 月に公表した。 26 

第 7 期基本計画期間中においては、手順書に基づいたリスクマネジメントの27 

取組を推進すべく、関係府省で連携し、手順書に書かれた政府の役割である「研28 

究機関及び研究者のリテラシー向上に向けた支援」、「相談窓口（ワンストップ窓29 
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口）の設置と運営」、「特定研究開発プログラムに関するリスクマネジメントの実1 

施に対する支援」、「研究機関が実施するリスク軽減措置の内容の確認」及び「手2 

順書等の見直し」を着実に実施することで、重要技術領域を含めた特定研究開発3 

プログラムにおける研究セキュリティの取組により技術流出防止を図る。 4 

また、上記のように研究セキュリティを確保していくためには、研究インテグ5 

リティの確保が大前提となる。研究インテグリティの確保のためには、研究者自6 

身が研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすことや、所属機関によるリス7 

クマネジメントが求められる。このため、我が国の研究セキュリティ及び研究イ8 

ンテグリティ確保についての理解を増進するとともに、研究者コミュニティに9 

おけるセキュリティ文化の醸成に努める。 10 

なお、研究セキュリティ及び研究インテグリティの確保は国際連携だけでな11 

く、国内の産学連携の健全な推進の観点でも重要である。 12 

さらに、社会実装を見据えた国の研究開発プログラムについて、「経済安全保13 

障上の重要技術に関する技術流出防止策についての提言」（令和６年６月、経済14 

安全保障法制に関する有識者会議）を踏まえ、研究実施者に対し、コアとなる重15 

要技術等を特定し、アクセス制限等を求めるなどの技術流出防止に関する取組16 

が進んでおり、今後も国内外の動向も踏まえつつ、リスクに応じた技術流出防止17 

を図る。 18 

19 
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第５章 産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化 1 

1.産学連携の推進・世界で競い成長する大学の実現 2 

産学連携は、研究開発成果の社会実装を加速し、その過程で生まれた資金・人3 

材・新たな知の流動性を高めるものである。これらを、次の研究力の原資として4 

活用することで、大学の総合的な研究力の底上げにもつながると期待される。 5 

しかし、我が国の産学連携は近年大きく拡大しているものの、国内の民間企業6 

の研究開発投資、特に大学への拠出は主要国と比べ、依然として低い水準にとど7 

まっている。 8 

大学本部において、部局横断的に産学連携機能を強化させるための処方箋等9 

は示されてきたものの、いまだにボトルネックの解消に至っていない。産学連携10 

の質と規模を更に高め、大学研究費に占める企業資金の割合を増加させていく11 

必要がある。 12 

このため、産学共同研究の支援等を通じた産学連携の促進に加え、その好循環13 

を最大化できるような大学の経営力強化を、一体的に進めることが必要である。 14 

また、科学とビジネスが近接化している時代においては、我が国経済の競争力15 

の観点から、“世界で競い成長する大学”が国内に一定数存在することが極めて重16 

要である。  17 

“世界で競い成長する大学”とは、世界的に高く評価される高度で多様な研究力18 

と教育力を持ち、世界の多様な人材・企業を誘引するイノベ－ションの源となり19 

得る大学であり、より高度で多様な研究と教育の実現を目指し、必要な資金や資20 

源を主体的に獲得し、戦略的な投資と研究の持続的な活性化を後押しするガバ21 

ナンスを備えた経営が必要となる。 22 

(1)世界で競い成長する大学の実現 23 

“世界で競い成長する大学”を目指す大学の創意工夫や学長のリーダーシップ24 

を十全に発揮できるよう、世界トップ大学と同等の自由で柔軟な経営環境を提25 

供する必要がある。研究や産業界との連携拡大、その対価獲得による財務基盤の26 

強化、スタートアップの育成と創出、人材への投資や基金運用などを含めた学内27 

投資・環境整備が重要であり、世界トップ大学と同程度に自由で柔軟な経営環境28 

を検討する。また、大学には、その仕組みを使いこなすマインドと文化が醸成さ29 
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れていくことが必要である。 1 

こうした大学の経営環境の整備に向けて議論を進めるとともに、大型共同研2 

究の更なる促進や研究開発・人材育成を目的とした民間企業から大学等への投3 

資促進、グローバル産学連携への支援などを強化する。具体的には、大学と民間4 

企業との間で中長期の大型共同研究へとつながる包括連携契約や長期的パート5 

ナーシップの拡大を促進する。また、我が国の大学の研究開発拠点としての研究6 

力・立地競争力を強化すべく、中長期目線での投資環境の整備を行い、各大学の7 

ミッション・強みに応じて、各大学における学術研究の産業界やスタートアップ8 

等との機動的な連携が可能になるイノベーション拠点の形成を、多様な施策に9 

より促進する。さらに、イノベーションを支える人材の効果的な育成に向け、産10 

業界が大学院等における教育活動に深くコミットするなど、産業界・アカデミア11 

双方で優秀な人材層を充実・強化できるような産学官連携による人材育成の取12 

組や、海外大学との連携を促進する。 13 

世界最高水準の研究大学の実現に向けて、国際卓越研究大学制度により、大学14 

ファンドの運用益を活用し、国際的に高度な研究を推進する。 15 

J-PEAKS の採択大学においては、研究力や経営力の更なる強化を進めつつ、16 

大学間の連携も促進する。 17 

一方、実際に「知」を社会実装するためには、知財の確保、大学と企業の間で18 

の双方の権利関係の整理、契約に係る手続等が必要となるが、特に大学において、19 

このような業務を担う人材が少ないという状況にある。このため、人材育成に加20 

えて、複数の大学での共同による体制整備等につながるよう、例えば、専門人材21 

の交流や知見の共有・横展開の促進等の取組を進める必要がある。 22 

上記に加え、各研究大学における、世界トップレベルの研究拠点や、研究成果23 

の社会実装に向けた産学官共創拠点等の形成を進め、大学の研究力と経営力の24 

強化を促進する。 25 

大学が、国際的な研究活動において諸外国と同じ土俵に立ち、世界のトップタ26 

レントを獲得し、国際的な研究ネットワークの中で高水準の研究を実施できる27 

よう、J-RISE Initiative 等を踏まえ、関係府省庁が連携して支援を実施する。具28 

体的には、アカデミアや産業界等で活躍するスター・サイエンティストを国内外29 
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から集めることに加えて、大学内においてそのような人材を新たに生み出す環1 

境を整備する。さらに、民間企業がその強みを活用し、中長期目線で科学技術に2 

投資できる環境を整える。 3 

米国連邦政府の各省と大学との関係性や、我が国の世界トップレベル研究拠4 

点プログラム（WPI）も参考に、ＣＳＴＩの司令塔機能の下、各府省庁に対し、5 

所管分野における有望な大学等の基礎研究への予算措置を活用した直接的な支6 

援を促す。 7 

これらの事業等を通じて大学の改革機運が高まる中、国際的に卓越した研究8 

者が集い、若手を中心に自由活発に研究を行う大学の改革を促進する。 9 

(2)イノベーション・エコシステムの形成 10 

研究開発税制に新設する「戦略技術領域型」において、特に高い研究力等を持11 

つ認定研究拠点と民間企業とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点12 

等強化類型」を創設し、高い税額控除率を設ける。 13 

民間企業と大学等による共同研究等を促進させるため、大学等の研究者や研14 

究テーマを可視化した一元的なデータベースを整備する。 15 

さらに、研究開発成果の徹底した社会実装に向けて、大学や国研等において得16 

られた新たな「知」からの産業創出や、地域社会・地球規模の課題解決を後押し17 

する。引き続き、大学等の産学連携拠点の形成を進めるとともに、大学発スター18 

トアップと事業会社とのオープンイノベーションの促進や大学発スタートアッ19 

プへの出資の拡大により、その創業後の成長も見据えた支援強化を進める。その20 

際、産学連携の経費については、必要なコストを積み上げつつ、得られた新たな21 

「知」の価値も評価されるようにするなど、これまでの考え方を見直し、その持22 

続性を担保する。 23 

研究大学群等において組織対組織の連携への発展を図り、産業界等と協働す24 

ることで、優秀な研究者の研究時間を確保するとともに、民間等と協業すること25 

にインセンティブが働くようにし、産学双方にとってプラスになる連携体制の26 

構築を進める。 27 

産学連携の過程で生まれた資金・人材・新たな知を、次の研究力の原資として28 

活用し、大学の総合的な研究力を底上げするという好循環を実現するため、産学29 
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共同研究等の支援を通じた産学連携の促進に加え、この好循環を最大化できる1 

ような大学の経営力強化を一体的に進める。 2 

世界標準の知財、契約、戦略立案、技術経営等の実務を理解しつつ、社会実装3 

の観点をバックキャストしながら研究へとつなげる、産学両方から信頼される4 

高い専門性を持つ人材を育成するとともに、大学や研究機関における活躍を促5 

進する。 6 

(3)社会全体での大学や基礎研究・学術研究への支援促進 7 

基礎研究・学術研究を社会全体で支える機運を醸成するため、産学官の架け橋8 

となるような科学技術コミュニケーションの推進に向けて、地域に根差した継9 

続的な科学技術コミュニケーション活動、科学技術コミュニケーションに関わ10 

る人材の育成・確保等を支援し、我が国において科学が文化となることを目指す。 11 

民間の研究開発投資を促進するとともに、民間から大学・研究機関への寄附の12 

在り方を検討する。また、民間企業から地方公共団体への寄附を通じた大学・研13 

究機関への研究資金の確保の方法として、企業版ふるさと納税の活用を拡大す14 

る。 15 

さらに、一般市民による基礎研究・学術研究への寄附や、起業家・財団・篤志16 

家からの研究・人材育成支援を促進させるため、各研究機関等における専門人材17 

の育成・登用やネットワーク形成等に向けた方策を検討するなど、適切な形で資18 

金・人材が循環する、社会に開かれた大学の在り方を産学官で模索する。 19 

 20 

2.スタートアップ・エコシステムの形成 21 

(1)ボーン・グローバル・スタートアップ創出力の強化 22 

海外ＶＣ目線で魅力的なスタートアップ等の創出・育成すべく、国内でのブー23 

トキャンプ（短期集中研修）や海外派遣を通じて若手起業家等を育成する。 24 

拠点都市を中心としたディープテック・スタートアップの海外への販路開拓25 

等を支援するためのアクセラレーションプログラムの充実化を図る。 26 

税制等の参入障壁を引き下げ、国際的な投資活動を受け入れる体制を強化す27 

るとともに、海外投資家がスムーズに投資参入できるよう、スタートアップの成28 

長に資するガバナンス設計と海外の契約・慣習を踏まえた投資契約実務の周知29 
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を行う。 1 

国内外のトップ投資家・起業家を招聘する機会の創出等を通じて、国際的な人2 

的交流等を図り、ディープテック領域を中心とした日本のスタートアップの海3 

外展開や販路拡大等を促進する。 4 

(2)ディープテック・スタートアップに対する研究開発から量産化までの一気通5 

貫支援 6 

ディープテック・スタートアップについて、創業段階で必要となる研究開発や7 

経営体制の強化、事業開発段階で必要となる設備投資等まで、一貫して支援する8 

仕組みを構築する。 9 

SBIR 制度等を通じて、政策・政府調達ニーズに基づいて設定された研究開発10 

課題について、プログラムマネージャーによる伴走支援の下で研究開発を支援11 

する。くわえて、令和 5 年度より追加している先端技術分野の技術実証フェー12 

ズを継続的に支援し、スタートアップ等による社会実装を強力に推進する。 13 

Ｍ＆Ａなどの事業承継を含む多様な成長経路を確保し、スタートアップが上14 

場前後を問わず継続的に成長できるよう、官民ファンドによる出資も含め成長15 

フェーズに対応した資金供給と市場環境の整備を進める環境整備を推進するこ16 

とにより、ディープテック・スタートアップの出口戦略の多様化を推進する。 17 

国や地方公共団体によるスタートアップからの調達を拡大することで、スタ18 

ートアップの成長のために必要な「売上げ」の獲得を促し、スタートアップの製19 

品等の市場・需要を創出する。また、事業会社によるスタートアップの製品・サ20 

ービスの調達を促進し、事業会社とスタートアップの共創を一層加速する。この21 

ように官民を挙げてスタートアップの市場機会を拡大する仕組みを強化してい22 

く。 23 

(3)地域経済活性化とグローバル化を両立するスタートアップ・エコシステム拠24 

点の形成 25 

スタートアップ・エコシステム拠点都市において、地域の産業・研究特性を生26 

かした分野・領域の重点化、オープンイノベーションや公共調達促進、核となる27 

組織・人材の育成・確保等を通じて持続的なエコシステムへと強化し、地域も含28 

めたグローバル水準のエコシステムへ強化するとともに、拠点都市及び関係府29 
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省庁による地方創生・スタートアップ支援との融合を通じて、世界に伍するスタ1 

ートアップ・フレンドリーなエコシステム拠点都市形成に資する取組の強化を2 

図る。 3 

スタートアップ・エコシステム拠点都市を中心とした大学等におけるスター4 

トアップ創出・成長支援体制の更なる強化を図る。 5 

スタートアップだけでなく、産学官のキープレイヤーなどエコシステムを支6 

える核となる人材として中長期的に活躍することができるよう、拠点都市を中7 

心とした全国の小中高大学生に対し、アントレプレナーシップ教育の機会の提8 

供を行う。 9 

(4)グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の推進 10 

グローバル・エコシステムとの連結を強化し、グローバルに活躍するスタート11 

アップを創出する上では、海外を含む大学・研究機関、研究者、スタートアップ、12 

企業、ＶＣなどが集積する中核的な拠点の存在が重要である。グローバル・スタ13 

ートアップ・キャンパス構想の中核となる国際的なフラッグシップ拠点を構築14 

し、ヒト・モノ・カネの集まるハブとして、我が国のイノベーション・エコシス15 

テムを刷新し、世界を変えるようなイノベーションが湧き出るエコシステムの16 

構築を実現する。 17 

そのために、世界最先端の研究及びスタートアップに対する事業化支援を行18 

うフラッグシップ拠点の運営を担う運営法人の設立に必要な法制上の措置を講19 

ずる。 20 

フラッグシップ拠点については、民間ノウハウや資金の最大限活用を基本と21 

しつつ、世界最高水準の利便性、様々な出会いや交流を促進する創造性、ディー22 

プテックの様々な分野や多様なスタートアップの規模に対応可能な柔軟性など23 

を兼ね備えた建物を、世界の研究・インキュベーション施設での知見を組み入れ24 

つつ、整備・運営する。 25 

国際的な研究環境の変化の中で、外国の優れた研究者や投資を日本に呼び込26 

む呼び水となるよう、フラッグシップ拠点の開所、運営法人の設立に先立ち、先27 

行的活動として、国際研究プログラム、事業化支援プログラム、人材育成（フェ28 

ローシップ）プログラムを実施するなど取組を加速する。 29 
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3.地域イノベーションの推進 1 

地域の産業や資源の特色を生かしつつ、地域の大学・高専、国研、公設試験研2 

究機関（公設試）等の持つ先端の知や技術、地域で生成される官民の様々なデー3 

タなどを取り入れて産業的優位性を獲得する取組や、地域の社会課題の解決に4 

つながる取組を推進する。あわせて、若手研究者の活躍の場を創り、若年層の地5 

域への定着につなげるため、地域イノベーションを支える人材の育成等を推進6 

する。 7 

(1)地域課題の解決を推進する取組 8 

産学官の多様な主体が連携する機会を創出するため、地域の大学等の「知」の9 

拠点において地域イノベーションを支えるための施設・設備等の共用化やキャ10 

ンパス全体の「共創拠点化」を図り、総合知の活用や先端知の普及を通じて地域11 

課題の解決に取り組み、地域発のスタートアップの創出を中心とした産業の革12 

新を進めるとともに、雇用の創出を行う。これらの取組を産学官が連携した地域13 

オープンイノベーション等の形で展開し、新しい価値の社会実装を推進する。 14 

スマートシティの取組について、人々の生活の質を向上させるだけでなく、多15 

様なニーズに応える地域イノベーションの創出につなげていく。このため、都16 

市・地域間や分野間を超えた官民の動的・静的データを統合したデジタルツイン17 

の構築やデータ連携基盤の整備、さらにＡＩ技術の連携の推進により、人間中心18 

の社会の実現に取り組む。あわせて、スーパーシティ、デジタル田園健康特区、19 

連携“絆”特区等の特区制度を活用した規制・制度改革を推進する。 20 

地理空間情報（Ｇ空間情報）について、ドローン・自動運転やロボティクスな21 

どの新技術を支える共通基盤として、ＡＩを始めとする先端技術の進展などの22 

経済社会動向に対応させつつ、防災・災害復旧や物流・農林水産・建設などの幅23 

広い分野におけるＤＸなどの社会実装を加速させる。さらに、正確なＧ空間情報24 

をもたらすためのデジタル公共インフラとして、国土情報基盤の整備・更新を強25 

力に進める。 26 

自然資源の価値向上、環境と調和した農林水産業による付加価値創出、グリー27 

ンインフラの活用促進、防災を始めとする地域課題の解決に資する自然を活用28 

した解決策（Nature-based Solutions）の社会実装の加速といった取組を通じて、29 



54 

「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を総合的に進める。 1 

関西文化学術研究都市において、けいはんな地区の特色を生かした研究開発2 

型オープンイノベーション拠点を形成する取組を進め、大阪・関西万博のレガシ3 

ーを継承・発展させる。また、筑波研究学園都市において、産学官連携や異分野4 

融合を進めることにより、産業の高度化に資するイノベーション創出拠点を形5 

成する取組を進める。 6 

世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す「福島国際研究教育機構」に7 

おいて、福島ロボットテストフィールド等の実証の場を活用し、産業化や社会実8 

装に向けた研究開発を推進するとともに、産学連携体制の構築や次世代の科学9 

技術人材育成などに取り組む。さらに、福島発のイノベーションモデルを国内や10 

世界へ展開することで、課題解決に貢献する。 11 

(2)多様な主体の参画による地域イノベーションのための人材育成の取組 12 

博士人材のキャリアパスを拡大するとともに、若手研究者の地域への定着を13 

促進するため、若手研究者が独創的なアイディアを生かし、革新的な研究開発技14 

術を基にした産学官共創の実現を目指す取組を支援する。また、地域の大学や研15 

究機関等の「知」の拠点が関わる形での地域発のスタートアップの創出支援を通16 

じ、若手人材の活躍の機会を生み出す。 17 

また、産学官のセクターの壁を越えた人材交流、クロスアポイントメントの機18 

会促進等の人材流動化や、地域産業による持続的な高付加価値創出に向けた取19 

組を推進する。リカレント教育に力を入れる分野等を有する大学においては、産20 

業界や地域のニーズ等を踏まえた上で、持続的な体制の形成・発展に取り組む。 21 

さらに、若手研究者を始めとする地域の人材による地域イノベーションに係22 

る取組が的確に評価され、多様なキャリアパスの形成にもつながるような地域23 

の大学等における人材評価システムの確立を推進する。 24 

 25 

4.知財・標準化戦略の推進 26 

(1)知財戦略の推進 27 

企業の競争力・イノベーションの源泉が知財・無形資産に大きくシフトする中、28 

投資の中心も研究開発やそこから生じる知財やデータ等の無形資産に移行して29 
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いる。他方で、日本企業は自社の強みとなる知財・無形資産の取得、把握や活用1 

が不十分であり、これが企業価値低迷の一因との指摘がある。このため、知財・2 

無形資産ガバナンスガイドラインの更なる普及・浸透を図るとともに、経営層へ3 

の働きかけ等を通じて知財戦略の重要性を啓発し、経営戦略への組込みを支援4 

することで、研究開発投資とそれを通じたイノベーションの創出を加速する。国5 

等が支援する研究開発投資については、その成果が強い経済の実現に資するよ6 

う、各府省の研究開発評価指針や「大学知財ガバナンスガイドライン」等の内容7 

を踏まえることを始め、知財が適切に取得・活用される環境の整備に努める。 8 

中堅・中小企業やスタートアップ等に対しては、専門家による伴走支援等を通9 

じた、経営戦略への知財戦略の組込みによって競争力を強化し、支援人材の育成10 

なども併せて実施していく。 11 

大学に対しては、海外特許出願支援を実施するとともに、大学知財ガバナンス12 

ガイドラインの更なる普及・浸透や、専門家の派遣などを通じて、知財の社会実13 

装機会の最大化と資金の好循環の実現を目指す。 14 

(2)標準化戦略の推進 15 

イノベーションの社会実装を通じた国内外の課題解決・市場創出や、経済安全16 

保障への貢献といった観点から、研究開発と一体的に、官民が連携して戦略的に17 

標準活動に取り組むことが不可欠である。このため、官民の司令塔を設け、国内18 

外の動向についてのモニタリングや、戦略のフォローアップを実施し、新たな国19 

際標準戦略において選定された戦略領域・重要領域に官民が集中して取り組む。20 

また、我が国の担い手の強化に向けて、産業界・学術界への働きかけ（意識改革・21 

行動変容）、関連人材の育成・定着（研修・国際会議への派遣・人材データベー22 

スの活用等）や専門サービスの育成・強化、国際的なネットワーキングや各国と23 

の連携の強化等の取組を進める。さらに、経済安全保障の観点からも標準化を活24 

用する。 25 

また、標準化戦略策定から規格開発・活用まで一貫して進める体制の構築、認26 

証関連設備の整備や海外認証機関との連携等を通じた国内認証機関の強化、公27 

共調達との連携強化等により、標準・規格を活用した国内外市場の開拓・確保に28 

つなげる。特に不確実性の高い分野は、国研も活用しつつ、政府が前面に立って29 
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推進する。 1 

(3)研究開発と知財戦略・標準化戦略の一体的取組・支援 2 

研究開発成果としての知財を適切にマネタイズして「稼ぐ力」とし、市場獲得3 

と市場拡大の両立へとつなげるためには、研究開発と秘匿化・権利化（特許等）・4 

標準化等を組み合わせることで、標準化と知財を一体的に活用する「オープン・5 

アンド・クローズ戦略」を適切に進める必要がある。その実現のためには、研究6 

開発の戦略と経営戦略において、知財戦略・標準化戦略を一体化して押し進めて7 

いくことが求められる。このため、研究開発段階から、市場情報に知財情報を組8 

み合わせた分析や標準化の動向把握をあらかじめ行い、オープン・アンド・クロ9 

ーズ戦略の企画立案に活用するとともに、研究開発の進捗に応じて、標準化戦略10 

や標準動向を踏まえた知財の国内外での権利取得を推進する。また、企業やアカ11 

デミアにおいて、国の研究開発事業などイノベーション創出の初期の段階から、12 

知財の創出と権利化、保護を促すとともに、標準化活動と一体的に支援する。 13 

14 
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第６章 戦略的科学技術外交の推進 1 

＜外交・安全保障と科学技術の近接＞ 2 

近年、ロシアによるウクライナ侵略を始めとする地政学的緊張の高まりや、新3 

興技術の急速な進展により、科学技術が外交・安全保障政策に与えるインパクト4 

は増大の一途を辿っている。また、科学とビジネスとの近接化も進んでいる。こ5 

うした傾向は今後も継続し、国際社会において技術覇権をめぐる国家間の競争6 

が一層激化することが見込まれる。そして、各国はこの競争の帰趨が今後の中長7 

期的な世界秩序の在り方にも大きな影響を与えることを強く意識し、国家戦略8 

として対応しているところである。 9 

このような動向を背景にして、各国が様々な技術で覇権を争い、経済安全保障10 

を国家戦略の中心に据える中、我が国においても国家安全保障戦略及び外交政11 

策と科学技術政策との連携を強化し、各政策を一体的に推進することが求めら12 

れている。国力の源泉としての科学技術力の重要性が高まる中、国際社会におい13 

て我が国の優位性を確保するためには、科学技術政策が国家安全保障戦略及び14 

外交政策と緊密に連携して、戦略的かつ機動的に実施される必要性が高まって15 

いる。 16 

＜戦略的な科学技術外交＞ 17 

科学技術と外交とを結び付ける科学技術外交は、Science for Diplomacy（外交18 

のための科学）、Diplomacy for Science（科学のための外交）双方の視点から展19 

開する必要がある。 20 

Science for Diplomacy については、我が国の科学技術を活用し、国際連携・21 

協力の強化や国際ルールの形成等を通じて、我が国にとって望ましい国際環境22 

を形成していく。 23 

Diplomacy for Science については、外交手段を通じて、我が国の科学技術力24 

の向上、イノベーションの創出、国際頭脳循環等を支援する。また、外交ネット25 

ワークを活用し、日本の科学技術イニシアティブを国際社会で発信・共有するこ26 

とにより、日本の科学技術力を戦略的に世界に向けて提示し、我が国の存在感を27 

高める。 28 

我が国としては、このような考え方に基づき、同盟国・同志国、更にはグロー29 
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バル・サウス諸国との連携を含め、科学技術外交を戦略的かつ機動的に実施し、1 

我が国の国益を実現していく。 2 

＜科学技術外交の戦略的な実施体制の構築＞ 3 

関係府省、ＣＳＴＩ、内閣官房科学技術顧問や各省の科学技術顧問等、政府が4 

一丸となって取り組むとともに、産業界、科学技術コミュニティ等の多様なステ5 

ークホルダーとの連携も強化する。 6 

在外公館を含む外交当局における専門人材確保等の体制強化、くわえて国際7 

協力機構（ＪＩＣＡ）、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、新エネルギー・産業技8 

術総合開発機構（ＮＥＤＯ）、科学技術振興機構（ＪＳＴ）、日本学術振興会（Ｊ9 

ＳＰＳ）等の海外展開機能を担う関連機関との連携強化により、国際情勢の把握10 

のための情報収集・分析能力を向上させ、科学技術外交の推進に遅滞なく活用す11 

る。 12 

海外で活躍する日本人研究者とのネットワークは、我が国における研究者の13 

国際頭脳循環にも資するものであり、国内でのイノベーション創出にもつなが14 

り得る。このようなネットワークを主要国で構築し、それらを活用していくこと15 

は極めて重要であり、産業界やアカデミアとつなげるといった取組を進める。 16 

 17 

1.科学技術を通じたイノベーション創出と国際連携強化、国際協力の推進 18 

ＡＩ、量子、バイオ等の重要技術領域において、同盟国・同志国との協働を強19 

化・深化させることで、研究開発段階から実証・社会実装段階に至るまでの国際20 

的な連携を推進する。 21 

近年、研究セキュリティの確保は不可欠である一方で、各国との連携・協力を22 

推進する必要がある。重要技術領域に関する同盟国・同志国との戦略的な連携23 

（国際共同研究等を含む。）と、社会課題解決等に係るグローバル・サウス諸国24 

を含む各国との国際的な連携の両方を同時に進める「デュアルトラック・アプロ25 

ーチ」により関連の取組を進めていく。 26 

特に、安全保障環境が複雑で厳しさを増す中、科学技術・イノベーション政策27 

と国家安全保障政策との連携を強化しつつ、我が国の科学技術・イノベーション28 

力を外交により後押しすべく、二国間科学技術協力合同委員会等の場も活用し29 
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て、国際連携を戦略的に展開していく。 1 

日本発スタートアップや研究機関等の海外展開や国際連携等を後押しし、外2 

交政策の新たな手段として積極的に科学技術を活用する。 3 

グローバル・サウス諸国を含む国際市場での日本企業・研究機関の展開を支援4 

することも重要である。また、グローバル・サウス諸国が抱える社会課題の解決5 

に向けて、政府開発援助（ＯＤＡ）や、それを活用した地球規模課題対応国際科6 

学技術協力プログラム（SATREPS）に代表される科学技術協力等を通じて信頼7 

性の高いイノベーション・エコシステムを共創（Co-creation）し、双方に裨益す8 

る形で、グローバル・サウス諸国の持続可能な発展を支援する。 9 

科学技術協力、国際共同研究、人材交流、関連する国際会議の開催等を通じて、10 

我が国の国際的な信頼醸成（Confidence Building）を図るとともに、我が国の技11 

術的強みを生かした国際的な存在感の向上を推進する。 12 

人間活動が招いた、地球環境や自然資源といったグローバル・コモンズにおけ13 

る危機を回避し、未来のために保全する観点から、そこに通底する科学的知見を14 

国際社会で共有しつつ、ステークホルダーと連携して関連の取組を進めていく。 15 

 16 

2.国際的なルール形成への主体的な参画 17 

重要技術領域における国際的なガバナンスの構築は、国際秩序の安定性と透18 

明性を左右する重要な課題である。ＡＩ、量子、バイオ等の分野において、国際19 

的なガバナンス・ルール形成を主導し、科学的知見に基づく国際ルール策定を通20 

じて国際ガバナンス構築を実現する。 21 

例えば、ＡＩに関しては、情報セキュリティ・リスク等に適切に対処しつつ、22 

日本のＡＩ産業の海外展開を通じたイノベーションを促進するために、同盟国・23 

同志国とも連携しつつ、グローバル・サウス諸国を含む各国において、安全・安24 

心で「信頼できるＡＩ」ガバナンス及びエコシステムを構築していくことが不可25 

欠である。グローバル・サウス諸国向けの具体的な協力案件や我が国の主導する26 

「広島ＡＩプロセス」の普及・拡大を通じ、安全・安心で「信頼できるＡＩ」エ27 

コシステムを共創していく。 28 

透明性・安全性を重視した国際標準化・共通原則の策定に積極的に関与し、信29 
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頼される国家としての地位を確立する。 1 

 2 

3.国際頭脳循環の推進 3 

科学技術人材の国際的な頭脳循環は、イノベーション力の強化と知の共創に4 

不可欠である。在外公館、大学、研究機関の連携を通じたネットワークの形成、5 

国際共同研究や人材交流（J-RISE Initiative 等）の拡充、若手・女性研究者の国6 

際展開の支援、ＪＩＣＡ、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ、ＪＳＰＳ、日本医療研究開発機構7 

（ＡＭＥＤ）など関係機関による国際連携プロジェクトの強化により、多様性あ8 

る国際研究環境を整備する。 9 

国際科学トップサークルへの参入に向け、ホライズン・ヨーロッパへの準参加、10 

先端国際共同研究推進事業／プログラム（ASPIRE）等を通じて Ｇ７諸国や欧州11 

などとの戦略的な連携・協力等に対する安定的で長期間にわたる継続した支援12 

を行う。（再掲） 13 

グローバル・サウス諸国との知的交流による優秀な人材の育成・確保や地球規14 

模課題の解決に向け、日ＡＳＥＡＮ科学技術・イノベーション協働連携事業15 

（NEXUS）やインド若手科学頭脳循環プログラム（LOTUS プログラム）等を16 

通じて、ＡＳＥＡＮ やインドなどとの連携・協力等に対する支援を継続的に行17 

う。（再掲） 18 

各国では科学技術外交の担い手としてトップクラスの研究者が活躍しており、19 

米国のようにアカデミアと外交をつなぐキャリアパスが整備されている例もあ20 

る。日本においても、政策と学術の双方に通じた人材を育成し、育成された人材21 

が、科学技術外交の担い手として活躍するために、アカデミアと外務省を含む関22 

係省庁との人材交流を一層強化することが求められる。 23 

多様性ある国際研究環境の整備や、若手・女性研究者の国際展開支援を通じて、24 

開かれた科学技術コミュニティを形成していく。また、海外で活躍する日本人研25 

究者とのネットワークを構築する。これらを活用して国際頭脳循環を推進する。 26 

 27 
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4.技術の保護と国際連携 1 

重要技術をめぐる国際競争が激化する中、技術流出防止、知財保護、投資審査、2 

輸出管理等に関する国際的協力を推進しつつ、重要技術の保全・開発促進、関連3 

するサプライチェーンの強靭化・多様化、戦略的自律性・不可欠性の強化などを4 

通じて、国家安全保障の確保と科学技術の振興の同時実現を図る。国際輸出管理5 

レジームを通じた多国間連携に基づく輸出管理の取組を推進するとともに、我6 

が国の大学・研究機関等における輸出管理制度の遵守を支援する。あわせて、我7 

が国の企業や大学・研究機関等が有する重要技術について、責任ある国際連携と8 

適切な管理を両立させる。 9 

また、研究セキュリティの強化を通じて、国際共同研究の信頼性を向上し、産10 

学官連携の中でリスクマネジメントを推進する。 11 

12 
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第７章 推進体制・ガバナンスの改革 1 

第７期基本計画に基づき、国として科学技術・イノベーション政策を一体的か2 

つ戦略的に推進するためには、様々な府省庁・民間からの基礎研究への投資を促3 

進することを含め、挑戦とイノベーションを支える投資を確保するとともに、関4 

連組織におけるガバナンス改革によって科学技術・イノベーション推進システ5 

ムを刷新することが不可欠となる。知を創造する基盤である大学・国研等におけ6 

る基盤的経費の確保とガバナンス改革を推進し、特に研究大学においては、抜本7 

的なマネジメント改革を加速する。くわえて、我が国を俯瞰した上で政策・施策8 

を効果的に実行できるよう、ＣＳＴＩの司令塔機能の更なる強化を図る。 9 

 10 

1.官民の研究開発投資の確保等 11 

第６期では、科学技術関係予算について、５年間で 30 兆円の目標に対して、12 

2025 年度当初予算までで合計約 40.5 兆円（基金として計上され、第７期におい13 

て執行されることになるものも含まれる。）となっている一方、官民合わせた研14 

究開発投資の総額は、第６期になってから４年連続で増加し、2024 年度までで15 

合計約 86.3 兆円となったが、５年間で 120 兆円という目標ペースは下回ってい16 

る。 17 

我が国の研究開発費総額は、2023 年度時点で、世界第３位であるが、その伸18 

び率は他の主要国と比べて小さい。我が国の４倍以上の額を投資し、首位を争う19 

米中には大きく水をあけられ、第５位以下のドイツや韓国には肉薄されつつあ20 

る。このため、物価や人件費の上昇が続く中、研究開発投資の伸び率を上げてい21 

かなければ、我が国の存在感が将来的に埋没していくことが強く懸念される。特22 

に、我が国においては、企業部門に比べて大学部門の伸び率が長年にわたり低迷23 

しており、多様で卓越した「知」の創造の妨げになりかねない。 24 

このような危機的な状況を踏まえると、第６期において官民合わせた研究開25 

発投資の目標を下回るペースであることに鑑み、各種施策の抜本的な見直しを26 

行いつつ、第７期において、多様な財源・政策ツールを活用しながら、官民によ27 

る投資を大幅に拡充し、これまでの科学技術・イノベーションの推進システムを28 

刷新していくため、意欲的な研究開発投資の目標を引き続き設定することが不29 
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可欠である。 1 

このため、2026 年度より 2030 年度までの、政府研究開発投資の総額の規模2 

は●●兆円、官民合わせた研究開発投資の総額は●●兆円を目標とする。 3 

 4 

2.基盤的経費の確保と研究大学におけるマネジメント改革 5 

(1)研究大学における抜本的なマネジメント改革の加速 6 

資金面における基盤的支援と並行して、大学のマネジメント改革を推進する。7 

具体的には、産学連携や大学発スタートアップ創出・成長等を通じた各大学での8 

財源の多様化を進めるとともに、人事給与マネジメントシステムの改革、研究時9 

間を生み出す体制構築、博士課程学生の増加、留学生交流の拡大とその基盤とな10 

る大学の国際化、地域も含めた成長分野における人材育成の強化、知の価値化に11 

向けた大学の体制強化、産学連携に取り組む人材の学内での適切な評価などを12 

推進する。 13 

特に国立大学法人においては、法人化当初に描いていた「競争的環境の中で、14 

活力に富み、個性豊かな魅力ある国立大学」の実現を目指し、個々の大学のミッ15 

ションを明確化し、各大学がそれぞれの個性を生かした改革を進めることで、多16 

様な大学群の形成を促進する。 17 

国際卓越研究大学、地域中核・特色ある研究大学においては、人材流動や共同18 

研究などを通じてともに発展できる関係の構築を図る。また、教育・人材育成や19 

地域貢献を重視する大学群においては、地域産業に必要な専門人材の育成や地20 

方でのイノベーション創出へとつながる環境を整備する。 21 

我が国の将来を担う人材の育成の観点からは、就学人口の変化や、デジタル社22 

会における価値創出にとって理数の学びが必須となっている状況を踏まえ、我23 

が国の研究力強化と地方におけるアクセス確保の両立に向け、高等教育機関の24 

機能分化と、再編・統合を含めた規模の適正化を推進する。 25 

研究に専念できる時間を確保するため、教員の役割分担や大学内の会議の見26 

直し、各法人が研究費の管理・使用等に関して設定している独自のルールの改善27 

等、各大学のマネジメントによる取組を推進する。 28 

 29 
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(2)基盤的経費について 1 

科学技術・イノベーション政策の効果的な推進のためには、多様で卓越した知2 

を創造する基盤である大学・国研等における基盤的経費の確保が不可欠である。3 

関係府省は、それぞれの社会・経済課題の対応には大学・国研等における基礎研4 

究・学術研究の成果の活用が極めて重要になってきていることを踏まえ、それら5 

への投資の拡充と基盤強化に取り組むことが必要である。 6 

その際、国立大学法人等の基盤的経費である国立大学法人運営費交付金につ7 

いて、物価・人件費の上昇等を踏まえつつ、基礎研究の充実等を行うため、大幅8 

な拡充を図る。なお、第５期中期目標期間（2028～2033 年度）に向けて、各法9 

人の改革を促進しつつ、ミッションや機能強化の方向性に沿った活動を安定的10 

に支援していくことができるよう、教育研究をベースとした経費について物価11 

等の変動に対応させる観点も含め、安定性をより向上させた仕組みとするなど、12 

運営費交付金の在り方を見直す。 13 

 14 

3.ＣＳＴＩの司令塔機能の強化 15 

科学技術・イノベーション政策の推進に当たっては、我が国の取組を俯瞰し16 

た上で政策・施策を効果的に実行することが不可欠であり、その遂行のため、17 

ＣＳＴＩが司令塔機能を発揮しつつ、関係府省との連携を強化する。 18 

ＣＳＴＩにおいて、我が国の研究開発投資の促進や国家安全保障との有機19 

的連携といった観点から、国家として戦略的に重要な技術領域を特定するこ20 

とを通じ、優先度合いを判断し、関係府省や国研等と連携して政策体系を構築21 

する。また、効率的・効果的な政策推進のために、その調査分析機能を強化す22 

る。 23 

国全体として科学技術・イノベーション政策の一体性を維持できるように、24 

ＣＳＴＩの運営等に当たっては、状況に応じて柔軟に政策調整を図るため、Ｃ25 

ＳＴＩ議員以外の関係大臣（例えば、国家安全保障との有機的連携や戦略的科26 

学技術外交等の観点を踏まえ、外務大臣や防衛大臣等）の参画機会を確保する。 27 

科学技術・イノベーション政策の効果的かつ柔軟な実行のためには、ＣＳＴ28 

Ｉが担う事業執行などの運用機能を最小化させ、企画立案の事務に集中する29 
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ことが可能な体制構築が重要となる。ＣＳＴＩの企画立案機能の強化に向け1 

て、ガバナンスを改革する。 2 

主要省庁の科学技術顧問やそれに相当する者について、役割を明確にした3 

上で、ＣＳＴＩの政策形成に関与させるなど、「政策のための科学」を政府一4 

体的かつ整合的に推進する。 5 

ＣＳＴＩにおいて研究開発・人材育成の在り方に関する方針を検討すると6 

ともに、ＣＳＴＩと関係府省、研究機関（大学、研究開発法人等）との連携を7 

強化するなど、国家戦略と連動した先端技術分野の研究開発・人材育成施策を8 

拡充する。 9 

ＣＳＴＩと在外公館や関連機関（ＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯ、ＮＥＤＯ、ＪＳＴ、10 

ＪＳＰＳ等）との連携強化により、国際情勢の把握のための情報収集・分析能11 

力を向上させる。 12 

内閣府エビデンスシステム（e-CSTI）の活用や機能拡張等も実施しながら、13 

客観的な証拠に基づき政策立案を行うＥＢＰＭ（エビデンス・ベースト・ポリ14 

シー・メイキング）を徹底することで、国家戦略の立案・推進に当たってのパ15 

フォーマンスの向上を図る。それとともに、シンクタンク機能の強化なども通16 

じ、科学技術のガバナンスにおいて意思決定やマネジメントに寄与すること17 

が期待される「ストラテジック・インテリジェンス」14（戦略的知性）の機能18 

を強化する。 19 

20 

 

14 国家・国際レベルの政策や計画を策定するために必要な情報の収集、処理、分析及び発

信 
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（別紙） 1 

第７期科学技術・イノベーション基本計画の指標と目標について 2 

 3 

第７期科学技術・イノベーション基本計画では６つの柱を設定しているが、4 

これらの柱に基づく政策を着実に実行することにより、①我が国の研究力の5 

向上、及び②イノベーション創出の観点も含めた産業の成長を目指していく6 

必要がある。さらに、これらを実現するため、③科学技術・イノベーションへ7 

の投資を適切に行うことも重要である。このため、科学技術・イノベーション8 

政策の進捗を確認し、政策への適切な反映に向け、これらの３つの観点で下記9 

のとおり指標を設定する。 10 

なお、ここで掲げる目標値は、我が国の科学技術・イノベーション政策の質11 

の向上を目的として、基本計画の進捗・成果の状況の一側面を把握するために12 

定めるものである。このため、これらが個々の研究者等の評価にそのまま活用13 

されることを目的としたものではない。また、機関の評価に際しても、その機14 

関のミッションや評価の目的に照らし、適切に指標を設定する必要がある。研15 

究者等や機関の評価の際には、定量的指標に加え、定性的指標も適切に組み合16 

わせることも考慮すべきである。目標値の達成が自己目的化し、本来目指すべ17 

きものが見失われることのないように留意が必要である。 18 

 19 

1.我が国の研究力の向上に関する指標 20 

指標 目標 現状 

Top10％補正論文数

15 

英独と比肩する地位

へ（世界第３位） 

（2035 年） 

世界第 13 位 

（2021-2023 年平均） 

第１・２グループ等 50% 32.2％17 

 

15 科学技術指標（ＮＩＳＴＥＰ）：Article, Review を分析対象とし、分数カウント法による。ク

ラリベイト社 Web of Science XML (SCIE)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計 

17 令和５年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査（文部科学省）における日本
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の大学 16の研究時間

（教員の職務活動の

うち、研究活動が占

める割合） 

（2030 年度） （2022 年度） 

若手を中心とした挑

戦的な研究課題の件

数 

13,000 件程度（2030

年度） 

6,500 件程度18 （2024 年

度） 

日本人研究者の長期

海外派遣数19 

累計３万人 

（2026～2030 年度） 

3,623 人 

（2023 年度） 

国際共著論文率20 50%（2035 年） 36.5%（2023 年） 

博士課程入学者数・

博士号取得者数21 

２万人（2030 年度） 15,744 人 

（2024 年度）、15,345 人 

（2022 年度） 

大学の教授等（学長、

副学長及び教授）に

占める女性の割合22 

23％（2030 年） 19.6%（2024 年） 

第１・２グループ等

の大学の研究者１人

当たりの高度専門人

0.1 人（テクニシャ

ン） 

（2035 年度） 

0.05 人（テクニシャン）

23（2024 年度） 

 

の大学等の教員の研究時間割合 

16 科学研究のベンチマーキング（ＮＩＳＴＥＰ）：大学全体における論文数のシェア１％以上を

占める第１・２グループの大学並びに国際卓越研究大学制度及び J-PEAKS を通じた支援を行っ

ている我が国の研究大学群を牽引する大学 

18 科研費、創発、戦略創造のうちの関係研究課題数 

19 国際研究交流の概況（文部科学省） 

20 科学技術指標（ＮＩＳＴＥＰ）：Article, Review を分析対象とし、整数カウント法による。ク

ラリベイト社 Web of Science XML (SCIE)を基に、科学技術・学術政策研究所が集計 

21 学校教員統計調査（文部科学省） 

22 学校教員統計調査（文部科学省） 

23 科学技術指標（ＮＩＳＴＥＰ）：大学部門の研究者一人当たりの業務別研究支援者数のうち、

テクニシャンの数 
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材数 

総論文数に対する全

分野でのＡＩ関連論

文数24の割合 

世界第５位 

（2030 年度）※2024

年は 9.5%（米国） 

世界第 10 位 

（7.4%・2024 年） 

研究設備・機器の共

用化率25 

30％ 

（2030 年度） 

20％程度 

（2023 年度） 

 1 

2.イノベーション創出の観点も含めた産業の成長に関する指標 2 

指標 目標 現状 

高等教育機関の研究

開発支出に占める国

内企業拠出割合 

７％（2030 年度） 3.2%（2021 年度） 

大学等における民間

企業からの共同研究

受入額26 

150,000 百万円 

（2030 年度） 

89,266 百万円 

（2021 年度） 

102,799 百万円 

（2023 年度・最新） 

相互運用性が確保さ

れ、データ連携が可能

なスマートシティサ

ービスを行っている

地方公共団体・地域の

数 

180（2030 年度） 80（2025 年度） 

 

24 Scopus・ScopusAPI に基づくデータであり、対象文献種として、article、review、conference 

paper を含む（2025 年 10 月 ＪＳＴ 研究開発戦略センター 

（https://www.mext.go.jp/content/20251006-mxt_jyohoka01-000045188_01.pdf）） 

また、指標で用いている順位はＡＩ関連論文数が多い主要国の中で、ＡＩ関連論文数割合の高い

順に並べたものであることに留意。 

25 大学・研究開発法人等の外部資金・寄付金獲得に関する調査（内閣府） 

26 大学等における産学連携等実施状況について（文部科学省）：調査対象は国公私立大学（短期

大学を含む。）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関 
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ISO/IEC における幹

事国引受数 

上位５位以内を維持

（2030 年度） 

ISO:第４位／IEC：第

３位（2024 年度） 

ＰＰＨ27締結国数（実

施庁数） 

世界第１位（2030 年） 世界第１位（2024 年） 

イノベーション実現

企業率28 

50%（2030 年） 36%（2021-2023 年） 

 1 

3.科学技術・イノベーションへの投資に関する指標 2 

指標 目標 現状 

政府研究開発投資額 ●●兆円 

（ 2026-2030 年 度 合

計） 

●●兆円 

（ 2021-2025 年 度 合

計） 

官民研究開発投資額 ●●兆円 

（ 2026-2030 年 度 合

計） 

●●兆円 

 

 3 

 

27 特許審査ハイウェイ：ある国・地域の審査結果を活用し、他国・地域で簡単な手続で早期に特

許審査を受けることができる枠組み。締結国・地域数の多さは他国・地域での早期の特許権利化

の可能性を高める指標となる。 

28 全国イノベーション調査（ＮＩＳＴＥＰ）：イノベーション実現企業率は、プロダクト・イノ

ベーション（新しい又は改善した製品又はサービスであって、当該企業の以前の製品又はサービ

スとはかなり異なり、かつ市場に導入されているもの）又はビジネス・プロセス・イノベーショ

ン（新しい又は改善したビジネス・プロセスであって、当該企業の以前のビジネス・プロセスと

はかなり異なり、かつ当該企業内において利用に付されているもの）のいずれか１つでも実現し

たとする企業の全企業に対する割合 


